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■淀川水系流域委員会 第32回委員会（2004/08/24）議事録 

○庶務（富士総合研究所 中島） 

 皆さん、お待たせしております。お時間になりましたけれども、まだ委員の皆様のご出席が定足数に

達しておりません。ということで、まず審議に関係ない本日の資料の確認等をさせていただきたいと思

います。 

 本日の資料なんですけれども、お手元の袋の中に資料が入っておりますが、議事次第の下に「配布資

料リスト」ということで入れております。資料１、資料２は枝番が１、２、３というふうにありまして、

あと資料３、資料４ということでございます。それぞれ個別にはご説明いたしませんけれども、資料１

が状況報告、資料２につきましてはダムワーキングに関する資料になっております。資料３がこれから

の委員会の運営をどのように進めていくかということに関する資料でございます。資料４が今後のスケ

ジュールという形でございます。あと、参考資料ということで委員及び一般からのご意見ということで

つけさせていただいております。 

 資料本体とは関係ございませんけれども、河川管理者の方から提供のあった「水の使い方を考えるシ

ンポジウム」というカラーのコピーでございますけども、これもあわせて資料の中に入れさせていただ

いております。 

 少々お待ちください。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川水系総合調査事務所長 久保田） 

 審議に入る前ですが、ちょっと河川管理者からよろしいでしょうか。庶務の方、よろしいでしょうか。 

○庶務（富士総合研究所 中島） 

 はい、審議の前ということで。どうぞ。 

○河川管理者（近畿地方整備局 淀川水系総合調査事務所長 久保田） 

 淀川水系総合調査事務所の久保田でございます。 

 まだ定足数に達してないということで少しお時間をいただきまして、一番最後に庶務の方から資料紹

介がありました「水の使い方を考えるシンポジウム」をちょっとご紹介させていただきたいと思います。 

 資料の一番最後に資料番号なしで両面のコピーで、「水の使い方を考えるシンポジウム」ということ

でございまして、水需要の抑制あるいは節水に関するシンポジウムということでございます。水需要の

抑制につきましては、河川整備計画基礎案の中におきましても、琵琶湖の水位低下の抑制とか河川の豊

かな流れを回復するということを目的にして、水需要の抑制を図るべく、利水者、自治体、関係機関、

住民との連携を強化するということを書いておるわけでございますが、その取り組みの一環ということ

で開くものでございます。 
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 きょうのために準備をいたしましたのでちょっと資料としては問題があるんですけども、表側にシン

ポジウムの紹介、裏側が申込書になってございます。表側を見ていただきますと、日時が８月29日でご

ざいまして、場所は書いてございませんで、これは裏を見ていただきますと京都リサーチパークという

ことで、流域委員会も何回も開かれている場所でございます。主催は近畿地方整備局が行うということ

でございまして、第１部が基調講演、第２部がパネルディスカッションということでございます。 

 本日冒頭に紹介させていただきましたのは、裏の方の申込書を見ていただきますと「先着 300名」と

いうふうに書いてございますけれども、現時点でかなり席の余裕もあるということでございますので、

流域委員会の委員の皆様方、また傍聴の皆様方、ぜひともご出席いただきたいというお願いでございま

す。 

  もう日が迫ってございますので、実は庶務のところに箱を用意してございます。裏側の一番下のとこ

ろが申し込み用紙となってございますので、ここに記入していただきまして、受付のところに箱が置い

てございますので、参加される方はそこに出していただければと思ってございます。「切り取らずにこ

のままお送りください」と書いてございますけども、ここを切り取りますと場所とか日時がわからない

というような申しわけないことになってございますので、切り取るとパネラーの方が切られてしまうと

いうこともあるんですけども、切り取って出していただいても結構でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○庶務（富士総合研究所 中島） 

  はい、ありがとうございました。 

  袋の中に入った配布資料以外に、委員のテーブル席には、これまでの主要な資料とともに、河川管理

者からこれまでダムワーキングに提供のあった資料をキングファイルにとじましてセットになった形で

置かせていただいております。机ごとに１セット、基本的に２名に１セットという形で準備させていた

だいております。 

 一般傍聴者の方にはこちらの後ろの方の閲覧コーナーの方に、今の河川管理者からダムワーキングに

提供のあった資料のセットを置いてございますので、休憩時間等にまた確認いただければと思います。 

 また、閲覧コーナーには、これまでのニュースレターですとかこれまでの主要な資料を準備しており

ますのでご確認いただければと思います。それと、何種類かのパンフレット類を入り口のところに、ご

自由におとりくださいということで置いてございますので、これも必要な方はおとりいただければとい

うふうに思います。資料につきましては以上です。 

 あと、発言に当たってのお願いということで、これは毎度のことなんですけれども、発言につきまし

てはマイクを通していただくということと、ご発言の冒頭でお名前を言っていただくということでお願

-2- 



■淀川水系流域委員会 第32回委員会（2004/08/24）議事録 

いいたします。あと、審議の終了後に一般傍聴者からの意見聴取ということでまとまった時間をとらせ

ていただきますので、一般の傍聴者の方につきましては委員の審議中のご発言はご遠慮いただきたいと

いうふうにお願いいたします。それにつきましては黄色の紙の「発言にあたってのお願い」というとこ

ろに書かせていただいておりますので、ごらんいただければと思います。 

 少々お待ちください。まだ定足数に達してない状況です。 

○芦田委員長 

 すいません、しばらくお待ちください。 

             〔午前１０時０９分  中断〕 

             〔午前１０時１３分  再開〕 

○芦田委員長 

 どうも、皆さんお待たせいたしました。まだ委員の数が若干足りないようでございますけども、待た

せるのも申しわけございませんので、状況報告あたりから始めたいと思います。 

 本日はこの委員会に多数ご出席いただきましてどうもありがとうございます。 

 きょうの議題は、現在ダムのワーキンググループで、国土交通省による事業中のダムの調査・検討の

結果について検討を続けておるわけでございまして、今まで４回、大分進んでおります。河川管理者の

方からも随分資料を提供していただいておりますが、必ずしも内容的に十分な審議に入っているという

わけではございません。したがって、ダムワーキングの方から中間的な報告をしていただいて、委員の

皆さんから今後の検討の参考となる意見をいただきたいと思います。また、一般傍聴者からもきょうは

時間をとって、今後ダムワーキングを進めていく上において貴重な意見をお願いしたいと思っておりま

す。 

 まず、最初に、状況報告を庶務の方からお願いします。 

                 １）状況報告 

○庶務（富士総合研究所 松本） 

 はい。それでは、資料１に基づきまして前々回委員会以降の状況報告をさせていただきます。 

 まず、状況報告ですが、ダムワーキングを７月11日、７月18日、７月25日と３回開催いたしました。

この結果報告、議事メモについては既にホームページに掲載済みでございます。 

 その後、７月29日に第31回委員会を開催いたしまして、８月に入りまして、川上ダムサブワーキング、

３ダムサブワーキング、余野川ダムサブワーキングと、個別のダムに関するワーキングを各１回ずつ開

催してございます。その経過を受けるような形で第４回ダムワーキングを８月19日に開催いたしました。
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これらの結果報告、議事メモにつきましては現在確認作業をしておる最中でございまして、確定次第ホ

ームページあるいは今回のような配布資料の形で公開したいと考えております。 

  それから、第36回運営会議を８月20日に開いているという状況でございます。主な検討事項あるいは

決定事項に関してでございますが、30ぺージをお開きください。主として委員会の今後の進め方等につ

いて協議してございます。 

  かいつまんでご説明いたしますが、まずダムワーキングについてです。第４回ダムワーキングが８月

19日に開催されましたが、その中で、ダムに関する検討がおくれていることから、現委員の任期を延ば

し十分検討した上で意見書をまとめてはどうかというご意見がありましたが、期限を延ばしても完全な

結論が出る性質のものではないことから、運営会議の意見としては、「既定の路線で検討を進めるべ

き」であると、つまり現委員の任期中に意見書をまとめるべきだということが確認されております。可

能な範囲で取りまとめをして、積み残しが出る場合には課題として明示するということで決まっており

ます。 

 具体的には、第35回委員会を11月16日に予定してございますが、ここにダムワーキングとしての素案

を提出するということでございます。 

                  〔審議〕 

○庶務（富士総合研究所 松本） 

  今定足数を満たしましたので、今後審議の方に入らせていただければと思います。 

 状況報告の方ですが、地域部会については、ダムに関する説明・議論が全体委員会と地域部会とで重

複する可能性があるということで、サブダムワーキングと地域部会を合同で実施する、あるいは計画内

容の進捗点検について地域部会が中心になって検討するといったような方向性を確認いたしました。 

  委員会全体につきましては、当初のスケジュールどおり進める、ダムワーキングからの中間報告を受

けていくんだということが確認されております。 

  以上、簡単ではございますが、前々回の委員会から本日までの状況報告とさせていただきます。 

○芦田委員長 

  どうもありがとうございました。 

  それでは、議事を進めたいと思います。ダムワーキングにおける開催状況、検討経過につきまして今

本リーダーからご説明いただいた後に皆さんのご意見をお伺いしたいというふうに思っております。き

ょうは論点を整理していただいておるようでございます。若干時間をとっていただいても結構でござい

ますので、お願いします。 
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   ２）ダムワーキングにおける検討経過（開催状況、ＷＧ検討経過の報告等） 

○今本委員 

 ダムワーキングのリーダーを務めております今本です。これまでの経過報告をさせていただきます。 

 ダムワーキングは、全体のワーキングと３つのサブワーキングで構成されております。それぞれの委

員は基本的には本人の希望によって決めておりますが、この問題は委員会としても全力を挙げて審議す

べきだということから、ワーキングの委員であるとないにかかわらず、委員はすべてのワーキングある

いはサブワーキングに出席して同じ資格で意見を述べることができるという形で進めてまいりました。

先ほどの庶務からの説明にありましたように、これまで４回のダムワーキングと３つのサブワーキング

においてそれぞれ１回開催されております。 

 特に、ダムワーキングでは最初の１、２回目に河川管理者から各ダムについての説明がありました。

代替案を中心として、これまでの調査検討結果を説明していただいたわけでありますが、その中には環

境調査の結果も多くありました。環境調査はもちろん大事なことでありますが、これはダムができた場

合に問題となることでありますので、ダムワーキングとしてはむしろそのダムの建設が必要かどうかと

いうことに重点を置いて検討したいと考えております。 

 ３回目、４回目は、ダムにどれだけの効果があるのかということから議論を進めました。先ほどの状

況報告の中に内容は書いております。 

 きょうはそれとは違いまして、これからどういうふうな審議を進めていくかということで、私がまと

めさせていただきました資料をもとに説明させていただきます。資料２－１です。各ダムについて１ぺ

ージずつ書いてますが、ダム名、諸元、目的、代替案、論点、それぞれの項目について書いてます。 

 特に目的につきましては、環境、治水、利水、発電の順に示されております。それから、計画時の目

的は各ダムで変更されている場合があります。その場合には、変更後の目的、取り消された場合あるい

は追加された場合といったものを示しております。「＋」は追加された目的という意味であります。 

 それから、代替案につきましては、これはダムワーキングに提出されました河川管理者が考えました

代替案です。それ以外の代替案についても検討の対象にしたいと考えてます。 

 次に、問題は論点です。これをだらだらとしていては時間的に間に合いません。また、これまでは河

川管理者からの説明が主でした。次回からは、むしろ委員間でこの論点ごとにどういうふうに考えるの

かといったことを議論していきたいと思っています。 

 そこで、１枚めくっていただきまして丹生ダムのところを見ていただきますと、例えば目的として、

流水の正常な機能の維持、高時川の渇水時の正常流量の確保、異常渇水時の緊急水の確保といったこと

が当初の目的でした。それ以後、現在の目的は、それに琵琶湖の水位低下の抑制というものが加えられ
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ております。 

 それから、治水につきましては高時川及び姉川の洪水被害の軽減ということで、ダムによって 910ｍ

3/ｓの流入量を 190ｍ3/ｓに低減するという目的であります。 

  また、利水については、大阪府、京都府、阪神水道企業団それぞれが書かれておりました。それが現

在は精査確認中ということになっています。 

  代替案としましては、これは高時川・姉川の治水対策案として示されているだけでありますが、これ

の代替案として、平地河川化案、河道改修、別川放水路、別の川に放水路、分派放水路と河道改修の組

み合わせ、遊水池と河道改修の組み合わせ、ダムと河道改修の組み合わせといったものが示されており

ます。 

  それに対しまして、我々が今後議論すべきことはまず環境ですね。環境については、意見書にも示し

てましたように環境振りかえというものがなされています。環境保全・改善はダム建設の目的になるの

か。その次に、琵琶湖水位の低下抑制ということがうたわれています。ダムによる低下抑制、これは水

位の抑制効果はあらわされておりますけども、これが環境の改善にどれだけ役に立つのかといったこと

が議論になるのじゃないかと思います。また、琵琶湖水位の低下抑制を瀬田川洗堰の水位操作変更と比

較して議論すべきだといったことがこれからのダムワーキングの仕事じゃないかと思います。 

  瀬切れの問題につきましては、これはそもそも瀬切れ解消をする意義は何か。これまでも瀬切れとい

うものはあった。瀬切れ解消のためにダムをつくるのか、それはあり得ないのじゃないかというのがこ

れまでの方向ですが、そういった問題についてもきちんとまとめる必要がある。また、農業用水として

取水しておりますが、それとの関連から瀬切れという問題を考えていく必要があると、こういうことを

議論したいと思っています。 

 治水につきましては、提示されました代替案、ここに示されております、これらのそれぞれの実現性

あるいは優位性。それ以外の代替案についてはいろいろと示されてますけれども、これはできるだけ考

えられるもの、あるいはこれまでの委員会で提案したもの、それらがすべて並列的に載せられておりま

すが、よく考えてみますと検討するまでもなく棄却してもいい案もあるのじゃないかということから、

やはり幾つかに絞って検討してほしいということで、まず代替案の絞り込みといいますか、それを実現

性あるいは優位性から検討したいということであります。 

  あるいは、さらに併用案との優位性の比較。河川対応と流域対応、これは提言から意見書を通じてず

っと一貫してこの委員会が主張していることであります。特に、堤防補強の問題あるいは琵琶湖水位の

操作の問題、さらには流域対応の問題といったものすべてをひっくるめて考えるべきじゃないかという

ことであります。さらには、現在の河道、高時川に関しては河道内に多くの樹木が茂っている、これの
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管理をどう考えるのかといったことが論点になるのじゃないかと。 

 また、利水につきましては、これは現在精査確認中で結果待ちということですが、大事なことは、こ

の委員会では水需要管理ということを言っております。それへの移行を目指すのか目指さないのか、こ

ういったこともやはりこのダムワーキングできちんと議論すべきじゃないかと思います。そういうよう

な形で各ダムに書いてます。 

 例えば大戸川ダム。大戸川ダムは環境あるいは利水のところはほとんど丹生ダムと共通したところが

多いんですが、治水についても、日吉ダムの利水容量の振りかえということが途中で加えられました。

そして、これは途中でやめるということで、現在は当初の目的であります、大戸川及び下流部の洪水被

害の軽減ということに戻っておりますが、そういう目的１つをとりましてもいろいろと変わってきてま

す。 

 それから、治水のところで述べてます代替案のところ、これも日吉ダムの問題ばかり取り上げられて

おりました。しかし、大戸川ダムそのものの代替案についてはありませんでした。 

 そういうことから、主な論点として、これは私が書いたのと大分、庶務のレイアウトが変わっており

ますが、行間をあけたのを随分詰められているな、見にくくなってます。大戸川ダムの代替案はないの

かといった事柄。あるいは環境についても、先ほど言いました、これは丹生ダムと共通です、環境振り

かえの論理、あるいは琵琶湖水位の低下抑制、それから治水についてもほぼ同じことです。 

 発電ですが、この発電、あるいはこれまでにも出てきました正常流量の確保のためにダムをつくるん

じゃなく、ダムができた場合に付随的にこういう効果もあるということですから、ダムの建設の是非を

議論する場合には、これらは主たる目的というよりも従たる、従と言えばいけないかもわかりませんけ

ども、ちょっと検討の対象としてはウエートの置き方が違うんじゃないかと思います。 

 それから、天ヶ瀬ダムの再開発は、天ヶ瀬ダムだけの問題じゃなく、琵琶湖の浸水被害を軽減するた

めに、琵琶湖の洗堰から塔の島に至るところの放流能力あるいは流下能力を増大しようというものであ

ります。このこと自体は琵琶湖の水位操作の自由度も上げることにつながるということから、この委員

会としてはかなり前向きにとらえてきております。 

 ただ、問題は、鹿跳峡谷だとか塔の島のところの流下能力の増大方法であります。それぞれに歴史的

な景観を誇っております。できるだけ変えたくないという意見もこれまでにたくさん寄せられておりま

す。これらに対してこれをどう取り扱っていくのか、これを集中的に議論すべきではないかというふう

に考えています。 

 あと、川上ダムにつきましても論点としましては、特に治水の問題、いろいろと代替案も示されてお

ります。これらをサブグループできちんと検討したいということで、各ダム非常に共通しております。
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余野川ダムについても同じことです。 

 これまでは、ダムワーキングは主として河川管理者からの説明を聞く場として機能してきたような気

がします。しかし、これからは、委員会の委員の出番であります。ぜひこれまでに配られた資料をよく

読みまして、我々が何のためにこの委員会をしているのか、やはり義務感を持ってやるべきじゃないか

と思っています。例えばきょうの委員会に出席が、なかなか定足数がそろわないということは委員会全

体として非常に恥ずかしいことです。ダムワーキングはこんなことをやってもらったんじゃ困りますの

で、ぜひ気合いを入れてやりたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 論点につきましては、ここで取り上げました以外にもまだいろいろあると思います。そういったもの

を、今度は委員が主役になって審議するんだということでやりたいと思います。報告は以上です。 

○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 それぞれのダムについての論点を整理していただいたわけでございますが、これについてはまだこれ

からさらに追加すべき問題とか、あるいはこれは論点ではないんじゃないかとかいろいろあろうと思い

ますし、ぜひ今後のダムワーキングで検討していただく上において、そのあたりも十分委員の意見をま

ず聞いておいた方がいいんじゃないかと。それから、もちろん河川管理者の考え方もお聞きしておいた

方がいいと思いますので、きょうは主としてそのあたりを議論する会にしたいと思っておりますので、

よろしくお願いします。 

 それでは、まず今本リーダーのお話につきましてご質問みたいなものはございますでしょうか。なけ

れば論点にすぐ入ってよろしいですか。はい、どうぞ。 

○有馬委員 

 有馬です。 

 お聞きしたいのは、環境振りかえというのをちょっとわかるように教えてください。 

○今本委員 

 これは、例えば琵琶湖の環境を保全するためには水位の変動、例えば急速な水位低下を避けたい。そ

のためにダムから水を補給する。ということは、ダムをつくりますと、そのことによって環境が破壊さ

れるわけですね。そういう意味で、片方の環境をよくするために他の環境を破壊していいのか。これは

いわゆるミチゲーションという考えで、例えば埋め立てをする、そうすると干潟がなくなるので別のと

ころに干潟をつくるといったような考え方があります。それをわかりやすく環境振りかえという言葉で

言ったんですが、これは非常になじみのない言葉だと思いますが、この委員会としては意見書のときか
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ら盛んに使っている言葉です。 

○芦田委員長 

 そのほかご質問はございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○山村委員 

 山村です。今の問題とちょっと関連するわけですけれども。 

 この表はうまくできておるんですが、この目的、代替案、主な論点というのを見てみますと、まず目

的というのは、観点を変えれば必要性の問題ということになるんじゃないかと思いますね。目的ですか

ら何のためにダムをつくるかという。見方を変えれば需要の問題ということになります。 

 従来、需要といった場合には治水、利水、発電であったわけなんですが、この①に環境が入ったとい

うことは、需要としての環境が入ったということ。従来は環境というのは需要の中には入ってなかった

んです、結局ね。ダムをつくる目的の中に、環境をよくするためにダムをつくるなんていうことはなか

ったわけですけど。 

 実は、行政評価の観点から見たら環境といった場合には２つあるわけですね。１つはメリットとして

の、そういうプロジェクトをつくった場合に環境上こういうメリットが出るという意味での環境。逆に、

こういうプロジェクトをつくった場合には環境上こういうマイナスがあるという環境。いわゆるプラス

の環境とマイナスの環境があると。 

 普通マイナスの環境は目的には入ってこない。現在の行政評価のやり方を見てますと、プラスの環境

は目的として入ると。例えば交通渋滞を解消して大気の汚染を防止するとかいう目的の場合だと、これ

はプラスの環境として需要のところに入ってくるということですね。 

 そしたら、この主な論点のところで先ほど出ました環境というのは一体何なのかと、環境振りかえの

論理というのは何なのかということですが。 

 従来ダムをつくる場合には、環境問題というのはマイナス面の評価という形で議論されてたわけです

ね。ところが、それとは別にプラス面の環境を目的に持ってくる、必要性の目的に持ってくると、それ

がむしろ環境の振りかえの議論ではないかと思うんですよね。 

 そこで問題になるのは、この主な論点のところをもう少し整理していただいたらいいのではないかと

思います。この主な論点というのは、目的があって代替案があって、この代替案それぞれについてどう

いうメリットとデメリットがあるかという費用効果分析がここで出てくるはずなのでありまして、した

がいましてこの論点のところでは、メリットになる環境とマイナスになる環境と両方あっていいと思う

んですね。ですから、それぞれの代替案ごとにメリットの環境、マイナスの環境、治水についても同じ
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でありまして、メリット、デメリットそれぞれ出てくると思うんですが、そういうぐあいに分類すると

全体としての流れがよくわかってくるのではないかというふうに思ってます。 

○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 環境振りかえの理論というのはあり得ると、しかしながら、当然のことながらそれについてはメリッ

トの環境とマイナスになる環境とを比較検討する必要があるということでございますね。特に、琵琶湖

の水位環境が生態系に深刻な影響を与えていると言われておりますので、この保全というのはかなり大

きな目的になるんではないかなと。 

 はい、どうぞ。 

○中村委員 

 琵琶湖研究所の中村です。 

 今のご指摘なんですけども、そういう側面での振りかえということと、１つ、もともと治水、利水が

目的でダムの計画ができたと。しかも、特に利水の容量を、ある時点で計画の中に組み込んでいたもの

を、容量をそのままにして、その分を環境のメリットに加味しているということが環境振りかえの一番

の論点ではないかと思うんですね。そこは、論理的に、利水容量がそのまま生きているのかどうかとい

うことなしに環境の方に振りかえとして、計画の性格を変えたわけですけども、その変えたプロセスと

いうのがこの委員会で十分理解されていないという部分も、利水から環境に振りかえたという意味での

課題であるということは１点あるんじゃないかと思いますね。 

 それから、もう１点はプラスの面、マイナスの面の評価に関するもので、プラスの面の評価は、例え

ば具体的に、＋14cmの水位を確保することによる湖岸域の生態系の保全が可能だという見方もあるんで

すけども、それは琵琶湖全体にとって環境の保全になるのかどうかということについては議論が分れま

す。いついつ時期にどれぐらいの水位が確保されてどれぐらいの産卵域なり瀬切れの解消が可能である

というプラス面について定量的な検討ができるものと、全く予測が不可能で、環境に一たん影響が出て

きたときに不可逆的な影響がマイナスの面で出てくるかもしれないというものとがある。定量的にプラ

スに加味できる、あるいはする方向で考えられるものと、マイナスでは非常に確定的なことは言えない

ものがあり、後者については仮に一たん影響が出てきた場合には、非常に長期的に、場合によっては不

可逆的な影響が出てくるかもしれないということもある。環境振りかえの中でも評価が非常に難しいも

のが一緒に入ってきているというこの問題も非常に重要な点であるということですね。 

-10- 



■淀川水系流域委員会 第32回委員会（2004/08/24）議事録 

○芦田委員長 

  どうもありがとう。 

 環境振りかえは、あり得るといってもそう安易に考えるべき問題ではないと。環境が悪くなったのは

我々の水の使い方とか治水のあり方とかいう面もかなりかかわってますから、まずそのあたりを十分に

詰めていく必要があるんじゃないかということで、環境振りかえというのは、理論的にはあり得るけど

もその内容については十分検討する必要があると。 

  例えば、琵琶湖の水位環境は非常に悪くなっていると。どういう水位環境がいいかということを、自

然の状態に近い環境にというわけですけど、それを回復するためにまずダムということではなくて、水

の使い方、利水とか治水とかのあり方ですね、水位操作のあり方でどこまでできるかということを徹底

的に詰めるべきでないかと。その上で、どうしてもだめだということであれば、ダムあるいはほかの案

ということが考えられるというような問題だと思うんですね。 

  まず、琵琶湖の水位のあり方というのはどんなものが望ましいかということを定量的に把握すること

は必ずしも十分できない場合もありますけども、十分把握して、その上でそれを実現するためにはどう

したらいいかと。まず水位操作のあり方を考えると。それはダムワーキングでも流域委員会でも出して

いる考えですけども、水位操作の変更でかなり有効な方法があるんじゃないかと。それを十分詰めてい

ないんではないかということですね。ここまでできる、これ以上はできないという限界を詰めていって、

それでその程度で満足できるのかどうか、辛抱できるのかどうか、辛抱できるとすればダムをつくる必

要もないわけです。けども、辛抱できないということであれば、ダムをつくるとかその他の方法で改善

する必要があるんじゃないかと。その場合に、また新たな環境問題が起こる可能性もありますから、中

村さんがおっしゃったように、十分にいろんなことを考えないかんと。環境振りかえというのはそう簡

単ではないということだと思うんですが、いかがでしょうか。はい、どうぞ。 

○仁連委員 

  仁連です。 

  ダムの建設の目的の中に環境が入っていることなんですが、現在ダムなり公共事業を実施するときに

費用便益分析を行うということが義務づけられてますが、環境を目的に入れるということは、環境便益

というのを費用便益分析の中で位置づけるということ、何らかの環境便益、それから治水便益、利水便

益をダム建設に伴う費用を比較するということになると思うんですが。 

 環境便益で定量的に評価可能なのは、便益というのが人間のＷＴＰ、ウィリングネス・トゥ・ペイに

かかわるものだけです。だから、例えばダム建設にかかわって実際に環境便益として評価されてきたも
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のはレクリエーション価値の増加などが評価されてきたんです。 

 しかし、今対象にされている環境便益というのは、琵琶湖の生態系に対する効果ということを考えて

おりますから、これはなかなか貨幣的に評価することが難しい問題であると思うんですね。生態系への

影響ということは評価できるかもしれないけども、この便益は、先ほど中村委員がおっしゃったように

不確実な状況ですよね。 

 例えば、琵琶湖の水位が低下したときに必ずそれを補給できるかというと、水位が低下するときは雨

が少ないときであり、それは流域全体にとっても雨が少ないから、偶然姉川の流域でたくさん雨がある

ということはあるわけですが、非常に不確実な状況です。環境便益として評価に耐え得る算定ができる

のかどうかというのがかなり問題になってくると思います。 

 そういう点で、費用便益分析、コストベネフィットをやるときに、この環境便益を入れるかどうかと

いうことを十分議論した上で目的として取り扱った方がいいんではないかなと思います。 

○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。そのほか、どうぞ。 

○倉田委員 

 倉田でございます。実は、本日に臨むに当たって私が気になってた点について、急遽、琵琶湖の漁業

者の方に電話を入れまして、かなりの数の方に意見を求めて来たことがあるんです。それは、水位低下

が琵琶湖の漁業者の方たちにどう影響するのかというような調査は今まであんまりないんですよ。です

から、彼らの体験的な勘でどう反映できるのかというのを聞きたかったんですけれども、こういう質問

をしましたときに、逆に質問されました。このことをきょうはお話ししたい。つまり、「先生、水位が

下がったら魚は減るに決まっているんだ」と、簡単に言ったらそういうことなんですけど、「そんなこ

とよりも琵琶湖の水がこれだけ汚れたらもうだめだ」と、「水質の問題というのをもっと大事にしても

らわな困る」ということを強烈に言われました。これは大体３分の２ぐらいの方がそういうことをおっ

しゃったんです。 

 そのことを気にしてきょうプリントを拝見してますと、環境のところで正常流量、つまり水の量をど

うして確保するかという点は触れてありますけれども、利水のところでもそうですけれども、水質の問

題については、含んでいるんでしょうが明示されてない。これはやっぱり、水質の問題というのは今後

ますます重要視されると思うので、正常な流量だけじゃなくて水質を確保していくということも明示し

ていただきたいと思うんです。お願いいたします。 
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○芦田委員長 

 はい、どうも。 

 水質の問題につきましては、このダム事業と直接関係ないというわけでございませんですけども、琵

琶湖の環境のために別個に当然解決せないかんということを大分強く出しておりますので、特にこの中

では余り論点として入れてなかったんですけども、それは１つの論点ではありますね。はい。 

○今本委員 

 今本です。 

 ダムワーキングの目的はダムの建設が是か非かということを検討するためです。今言われた水質の問

題は、私は委員会でやるべきことじゃないかというふうに考えてます。ただ、そのときに、全くそれを

無視してダムのことを検討していくかどうか、これはまた別ですけども、論点というのは、ダムをつく

るのがいいのかどうかということでやってますから、水質がよくなるかどうかというのをダムの問題に

やるのは、むしろダムの検討をぼかしてしまうような気がするんですけれども。 

○倉田委員 

 一言、反論のようですけども。 

 漁業者の方の聞き方は、「ダムの計画等いろいろあるようだけれども、そのことが琵琶湖の水質がま

しになるんだろうか」という質問を、これはかなりの人がそういう逆質問をされてしまいました。です

から、全く無視はできないはずなんですが。 

○今本委員 

 それをするのは委員会の仕事だと私は言っているんです。私が今ここで取り上げているのはダムの問

題なんですよ。ですから、ダムをつくったら水質がよくなるからつくってくれというのか、ダムをつく

ったら水質が悪くなるからつくらないでくれというのかというふうな関連の仕方でしたら水質は非常に

大きな問題になるでしょう。しかし、ちょっとそれと違うんじゃないかと私は思います。ただ、これは

またワーキングで議論いたしたいと思います。 

○芦田委員長 

 ダムの問題は水質にもかかわりを持ってますので論点にはなると思うんですね。 

○今本委員 

 もちろん入ってます。はい。 
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○芦田委員長 

 はい、どうぞ。 

○山本委員 

 山本です。 

 先ほどからの話題に関連してですが、水位、水位操作の問題は歴史的な経緯もあるということで変え

にくい部分なんですけれども、ダムワーキングの方では、その限られた中でどれだけのことができるか

ということを論点にしていると思います。今後、現行の水位でやっていくことがよいのかどうか、水位

操作にもう少し幅ができるのかどうかということも検討課題ではないかと思っています。 

 今までの丹生ダム、大戸川、天ヶ瀬の、琵琶湖の水位に関連している河川管理者から出されている環

境面での水位の問題は、ダムワーキングでは、ダムをつくる目的としてのプラス面の効果があるという

ことで出されているんですけれども、ちょっと違った読み方をしてみてもいいのではないかというふう

にも思うんですけども、いかがでしょうか。 

○芦田委員長 

 今、ちょっと主張がよくわからなかったんですけど。 

○山本委員 

 水位、水位操作について、去年から試行をされている部分もあり、今後他省庁、自治体等との協議で

変えていける部分があるのかどうかというのも、それがあるのかないのかで随分と議論が変わってくる

と思うんですけれども。 

○芦田委員長 

 それは河川管理者にお聞きした方がいいかもわからんですが。 

 我々は変えることが可能であるという立場で議論しているんですけども、それは自由に変えるわけに

いかん、制約がありますので、どこまで変えられるかということをまず知る必要があると思っているん

ですが、いかがでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 河川調査官の児玉です。 

 琵琶湖の水位管理についてはワーキングの中でも、現在のルールはこうであるけども、その中でまず

すぐにでもできることについては今こういう工夫をしてやっておるということをご説明しました。さら

に、今の操作規則を超えるようなことについても、操作規則を変えるということも当然にあり得るとい
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うことで検討を進めていきますということを申し上げたと思います。 

 ただ、当然そこには、操作規則は河川管理者だけで決めているものでもありませんので、いろいろな

ところとの相談が必要になってくるので、それはこれから我々の方で検討を進めていろんな方と相談を

していくということをやっていくということであります。 

○芦田委員長 

 今、水位操作の問題についてお答えがありましたが、ここでもうちょっと広く、このダムワーキング

について、あるいはこの委員会が検討しておる問題につきまして、国土交通省はどういう態度で臨んで

おられるかという基本的な姿勢をまず表明していただきたいと思うんです。どうもダムをつくるという

前提で考えているんではないかというような勘ぐりをしている人も、勘ぐりかどうかわかりませんけど、

している人もあるし、私はそう思ってないんですけども、そのあたりを、基本的な姿勢をですね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。 

 まず、ダムにつきましては、現在整備計画の基礎案には調査検討というふうに書いてあります。この

調査検討と書いておることに関して、どういう意味での調査検討なんだということだろうと思います。 

 これは、私どもも昨年調査検討ということをお出しして以来同じことを申し上げておりますけども、

それぞれのダムについて実施するのかしないのか、調査検討の次の段階としてどうするのかということ

については、私たちの案としてもまだ決まっておりません。その私たちの案としてどうするかというこ

とを決めるため、今調査検討をしておるということでございます。 

 あらかじめそれぞれのダムについて、例えば実施をすると我々の腹が決まっておって、そのための調

査検討をしているんではないかという懸念があるというご趣旨だろうと思うんですけども、これはそう

ではなくて、我々としての案を決めるための調査検討を今進めておるということでございます。 

 今の段階で調査検討はまだ終わっておりませんけれども、この段階で、皆さん方に現時点までの進捗

状況を報告して、そしてキャッチボールをさせていただきたいということで６月からダムワーキングが

始まっておる次第です。そのキャッチボールの中で、この調査検討の結果ではこの項目についてはまだ

不十分であるとか、例えば代替案について我々はこういう代替案を検討しておるということを申し上げ

ましたけども、その代替案じゃまだ不十分である、この代替案もあるとか、この代替案はこれ以上詰め

てやってもしょうがないからやめておけとか、いろんなキャッチボールをした上でこの調査検討を進め

ていきたいというふうに思っております。 
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○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 当然そうだろうと思ったんでございますが。我々としては建設的な意見をどんどん言っていくべきで

あるというふうに感じます。どうぞ、谷田さん。 

○谷田委員 

 こうして今本さんに並べていただくと非常によくわかるんですが、私は一番の問題は、利水がすべて

のダムで精査確認中なんですよね。精査確認中のこの結論がいつ出るか、あるいは利水が絶対要るとい

うことになるとまた全然シナリオは変わってくるはずなんですが、そこら辺の時間的な見通しを、精査

確認を延々とやるわけにいきませんので、教えていただくと非常にありがたいんですが。 

○芦田委員長 

 それはダムワーキングでも随分検討しておるところなんですが、河川管理者はどういうように思って

おられるか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 水需要の精査確認については、これまでおくれておるということで大変おしかりを受けておるところ

でございます。 

 現在どういう状況かというのはダムワーキングの中でも少し報告をさせていただいておりますが、そ

れぞれの利水者において、新規にダムに参画する利水者のかなりのところで利水者自身の水需要の精査

というのを現在進めております。これは、既にいろいろな委員会を設けてそのような検討を進めておる

ところもございますし、これからそれを進めていくというところもございます。 

 新規のところについてはそのようなことでございますが、このダムの問題を考えるに当たっては、新

規の水需要ということだけでなくて、淀川水系全体の水がどのように今後使われそうなのかということ、

あるいは渇水のときにどういうふうな調整をするのかといった水の管理全体についての利水者との間の

やりとりというのも並行してやっていかないといけないと思っておりまして、水需要の精査確認という

こと以外の、水管理という面も含めて利水者との調整を進めていきたいと思っております。 

 いずれにしても、これはダムの問題を考えるときの大事な１つのパーツでありまして、調査検討全体

について申し上げると、いたずらにこのダムの結論というのを先延ばしするということではなく、どの

ダムも早期に調査検討を終えて、次の案というのを私どもは早く出したいと思っておりますので、この

水需要の精査確認についても、その中で足を引っ張ることなく進められるように利水者の方にも協力を

お願いしておるところでございます。 
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○芦田委員長 

 村上さん。 

○村上委員 

 これからのダムワーキングの議論の進め方のことなんですけども、時間の制約の中で議論を絞ってい

かなくちゃいけないという中でですけども、その中で先ほどから水位の議論はたくさん出ておりますが、

今後、ダムワーキングの中で水位の議論に余り時間をとらない方がいいのではないかということを思っ

ておりまして、そのことをちょっとお話しさせていただきたいと思いまして手を挙げました。 

 先ほどから環境振りかえのことでプラスの面とマイナスの面があるということで山村先生からご指摘

いただきましたけれども、公共事業をしていく中で、わからない部分もあるけれども、できる限り定量

化して、科学的知見に基づいてプラスの評価もマイナスの評価もしながら進めていくのが当然であろう

と思いますけれども、琵琶湖の水位のことに関しては、いまだにダムをつくることによるマイナスの影

響もよくわからない部分もあるのに加え、プラスの部分に関してかなりわかっていない、例えばどれだ

けの水位を何日保てばよいか、あるいはどれだけの水の量をふやせば例えばどれだけの魚がふえるかと

かいうことはわかっていないわけですね。もちろん今モニタリングが１年始まっている状態ですけれど

も、少なくとも生態系の影響に関して１年、２年で結果がわかるものではないはずです。 

 そう考えると、例えば環境をよくするために公共事業をすることというのはもちろんあり得るだろう

し、霞ヶ浦でも湖岸植生を復元するための公共事業なんかが行われてますけれども、その実施に当たっ

ては少なくともかなり科学的な知見をきっちり踏まえた上でやるべきだろうと考えますと、琵琶湖の水

位の操作によって環境を改善するということに関しては、まだ科学的知見が十分そろっていない段階だ

ろうと思います。したがって、国土交通省の方の基礎案の中でも、水位操作の試行をしていくと、その

中でワーキンググループをつくって研究していくんだと、検討をしていくんだというふうな位置づけに

なっているんだろうというふうに考えますけれども、そう考えると、国土交通省の中でも恐らくはこれ

から検討していかなければならない課題だというふうに位置づけてらっしゃる課題なんだというふうに

思います。 

 そういう段階の中で、実際にダムのような具体的な物の設計をしていくということは、やはり段階と

して無理があるのではないかと思うわけです。それで、治水に関してであれば計算の仕方もかなりでき

ているし、その中でどういうふうに代替案を比較すればいいかということはできるけれども、琵琶湖の

水位の調節による環境改善に関して、今そこまで設計段階で同じレベルで比較できる段階ではないので

はないかと思いますので、ダムワーキングでの議論の中ではあんまり時間をとらない方が効率的にほか
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の議論が進められるんではないかなと思いまして、ちょっと提案させていただきます。 

○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 塚本さん。 

○塚本委員 

 塚本です。村上さんが出してきたので非常に焦点が絞られたと思うんですけど、科学というのはそれ

ほど十分ではないと。だから、科学的な検証で物事をやろうというのは非常に危険であるということは、

ダムワーキングでもお話しさせてもらいました。 

 というのは、例えば真円の池の真ん中に石を投げたときに、２回、３回の波の反応は、これはどうい

う原因であったか、どういう重さのものがどういうエネルギーで落ちたかというのでは言えます。だけ

ども、それが真円でなく非常に不規則な水辺になるとほとんどこれは原因を言い当てられません。波が

起きた結果、一体何が原因でこの波が起こっているかというのは言えないというふうに、科学というの

は逆に、起こしたことの現象でいろんな作用があった結果からはほとんど検証できないんです。 

 それで、どういうやり方があるかというのは、今いろんな新たなやり方というのは考えられてますけ

ど、１つは、現場で実態を調査して、確かであるという幾つかの、それぞれ漁師さんが捉える確かなも

のを集めてきて、最終的にはその総合で判断しなければならない。人間もこれからもっと、科学に依存

するんじゃなくて科学を使うような知恵が働いてこないと問題を解消できない。だからこそ、三、四十

年昔、昭和50年代ぐらいのところに一遍戻そうやというのが１つのやり方だと思います。 

 だから、この水位操作というのは非常に重要なところで、３ダム自身の要、不要に本質的な影響もあ

るわけです。だから、科学的な検証ができないからやめておこうじゃなくて、少なくとも水位操作と水

辺ですね。水陸移行帯というのをどれだけ滑らかに実現できるのかということを考えて、多様性がふえ

るかどうかということを考えていく知恵が必要だと思います。これは時間をかけてもやっていく。 

 だから、今本さんが一番最初にダムと関係ないと言われましたけれども、一番最初に琵琶湖所長が水

辺をやっているとの説明がありましたと。このときに目的をはっきりと言っていただきたい。こういう

将来のことも考えてやっていますよということも言っていただきたい。以上です。 

○芦田委員長 

 はい、村上さん。 

○村上委員 

 ちょっと誤解があったかなと思いますので申し上げますけども、私は琵琶湖の課題が重要じゃないと
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言っているのではないのです。重要だからこそ今ここで議論すべきではない、ダムワーキングの中で議

論すべきじゃないんじゃないかと申し上げたいわけです。 

 まさに塚本委員がおっしゃるように、科学的な知見でここまでわかったからといってやってみたらう

まくいくというものではないでしょう。したがって、これから、こういうふうなことをやってみたらど

うなるかということをいろいろやりながら今調整をしていく段階であろうと思いますから、そういう段

階では基本的にはいわゆるアダプティブなマネジメントをやりながら、どうなったか結果を見ながらや

るというふうな形での試験操作なりを本来はやっていかなければいけない段階であろうですから、そう

いう段階では基本的には、何か施設をつくるに関しても、実際やってよくなかったら撤去をする、ある

いはつくったものを交換したり変更したりとかいうようなことができるような施設でなくては、多分そ

ういうものでしか論理的に成り立たないのではないかなと思いますので、そういう中で、ダムとの比較

ということは今の段階の中ではできないだろうと。水辺移行帯のワーキングの中できっちり議論をして

いただきながら、どういうものをつくっていったらいいかということの議論があるべきではないかなと

思いますので、そちらの議論をきっちりしていただくことが必要かなということで、ダムのワーキング

の中で今やることではないのではないかということなんです。 

○芦田委員長 

 寺川さん、手を挙げておられたのと違いますか。 

 寺西さん。 

○寺西委員 

 先ほどの児玉調査官のご発言と関連してですけど、ダムワーキンググループの今本先生がおまとめに

なられたこのフォーマットですけど、少し論理的に私はちょっと納得できないなと思うのがありまして。 

 それは、目的で先ほど山村先生がご指摘のとおり、環境を①で目的事項の中に掲げて４つ挙げている

わけですね。環境、治水、利水、発電と。この目的を達成するために、手段としてダムをつくるかつく

らないかというのが論理的な関係ですね。それで、その目的に対してどうするかという代替案のところ

へ来ますと、ここは河川管理者から提出された代替案を示すとなってまして、示されているものは全部

治水目的に対する代替案ばっかりなんですね。だけど、論理的に考えたら、４つ目的を掲げていて、そ

れぞれの目的について代替案はどうあり得るかというふうにフォーマット的には整理されないと、私な

んかは余り論理的に頭に入らないですね。 

 それと代替案のときに、通常withとwithout で、まずやるかやらないかという２つの選択肢があって、

やる場合に、代替的に違うやり方でどういうやり方があり得るか。それで、やらない場合というのを明
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示して、やらない場合にどういうデメリットというか、要するに、どういうことを覚悟しなきゃならな

いかということの情報を出していただかないと、やるかやらないかの最終的意思決定プロセスでこの検

討の情報がどう使われるかというときに余り参考にならない。むしろ、これは代替案を見るとやるとい

うのが前提になっていて、やり方を少し変える、そのときの代替案ばかりが示されているように。 

○芦田委員長 

 いや、そうじゃないと思うんですね。 

○寺西委員 

 ああ、そうですか。そういうふうに私にはちょっと読めてしまいました。 

○芦田委員長 

 ああ、そうですか。今の環境問題については主な論点のとこにちゃんと書いてあるんです。例えば瀬

田川洗堰の水位操作変更との比較とか。代替案は治水のことがあれですけども、環境のところにはちゃ

んと書いてありますし、それは十分議論している問題ですが。 

○寺西委員 

 いや。目的のところに４つ項目が並んでいて、論点のところも環境という４つの論点、論点が特にな

いところは省略してありますけど。代替案のところもやっぱり４つについての代替案との関係がないと、

何か治水だけになっているような印象がちょっとあるんですが。 

○芦田委員長 

 はい、どうぞ。 

○今本委員 

 つくった側から説明します。あなたはこれまで恐らく管理者側から出してきた資料を読んでないと思

います。これは最初に説明しましたように、管理者が出したものをまとめたものです。ほかが書いてあ

ったら書いてます。管理者から提出されないから書いてないだけですよ。そういうことですよ。論理的

に書いてないのはおかしいと言われたら、そういう意見を言うのは私は論理的におかしいと思う。 

○寺西委員 

 大変失礼なことを申し上げたと思います。私の方がこの委員会に十分に出席できないまま。 

○今本委員 

 いや、資料は読んでこんといかんのですよ。委員としての義務ですよ。 
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○寺西委員 

 いや、資料はそれなりに読ませていただいてますけども、この代替案のところの検討が、管理者側も

４つ挙げているんだとすれば、４つに対応した代替案について本来示すべきではないかということで、

今本先生のところのご検討にいちゃもんをつけているとかそういうことは趣旨として意図しておりませ

んので、どうぞご容赦ください。 

○今本委員 

 いえいえ、そうじゃなくて、例えば目的でこの４つに環境、治水、利水、発電とした、これは単に順

序をこう並べただけです。重要度の順番に並べたわけじゃありません。恐らく、例えば正常流量の問題

はどの目的に対しても一番最後に書いてます。それをここではあえて、これまで環境、治水、利水とい

う形で議論してきましたのでその順番に並べました。それから、代替案については示されているものだ

けを並べました。恐らく代替案として示し得るのは治水が主じゃないかと私自身も思いますし、河川管

理者側からもそれが出てきた。それで、環境の代替案を出さんといかんというのは、これは私は、こう

いう議論をしてこういうふうに配慮してくれと。むしろ我々サイドの仕事じゃないかなというふうに思

ってますので。 

○芦田委員長 

 きょうはそのために議論をやっておるわけですからね。 

○寺田委員長代理 

 ちょっと今の議論のとこで申し上げておきたいと思うんですけども、冒頭に今本リーダーから言われ

ましたように、５つの調査検討のダム事業について、この委員会が意見を言うというのはこれからの一

番大きな課題なんですね。 

 これまでダムワーキングでは、主に河川管理者の方から調査検討の状況についての報告を受けてきま

した。それでたくさんの資料が出てきているんですね。非常に膨大な内容で、ダムワーキングのメンバ

ーの方であれば、比較的ワーキングの前に資料に目を通すとか、また説明を聞くという機会があって、

一定程度理解していける状況にあるんですけども、しかし、ダムワーキング以外の、委員に入ってない

委員の方々とはだんだん検討する上での格差が出てくる。これはやはりなるべく解消しないといかんと

思うんですね。この全体委員会でやはり意見を取りまとめないかんわけですから、今、寺西先生の方か

らもご意見をいただきましたけども、そういう点ではきょうは、これまでダムワーキングにご出席いた

だけない委員の方には、どんな視点からでも結構ですから、意見はなるべくいただきたいと思うんです

ね。 
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 それで、この全体委員会がダムワーキングの委員だけの同じようなメンバーの議論になれば、これは

意味がないんです。だから、ぜひそういう点の意見は忌憚なく、少々の間違いがあろうが、誤解があろ

うが、これはどんどん出していただきたいと思うんです。そういう中でいろいろ気づいていただくと。

どういう資料が非常に重要なのかということを認識をしていただくということでお願いをしたいと思う

んです。 

 それで、山村委員の方から先ほど、今本リーダーの方がおつくりになった資料２－１をもっと詳細化

しないかんというようなことをおっしゃったと思いますけども、これはまさに各委員がやらなくちゃい

けないことなんですよ。きょうのこの資料は、たまたま今本リーダーが個人的に自分の手控えで各ダム

ワーキングの５つの比較表をおつくりになっておったのを、私的なものをきょうの説明のために一般化

してつくってもらったということなんですね。だから、これは本当は各委員が、もちろんダムワーキン

グの委員に限らない、各委員が、この５つのダム事業についてのこれまでの河川管理者のお出しになっ

た資料、説明を消化して、そういう中で自分がどういう点について議論をしていく必要があるのかと、

どういう点が検討課題なのかということをみんなが出し合わないといけないんですよ。だから、この作

業はワーキングの一部の方に任したら僕はいかんと思うんですよ。だから、ダムワーキングの委員かど

うかは関係なく、各委員がぜひ詳細化のための作業を各々やってほしいと思うんです。それを整理をし

て、共通項としてどういう点をワーキングなりもしくは全体委員会で議論をしていくかということをや

らないことには、全体の委員会の意見にならないと思うんですね。それをぜひ皆さんに再認識してほし

いと思うんです。 

 それで、私もこういう作業を今少しずつやっておりますけども、これをみんながやらないと、何か自

分が意見を言えないままに、もしくはわからないままにダムワーキングの集約した意見を追認していく

だけだというふうな委員会になってしまう可能性があります。そういうことはこの当初の委員会が目指

したものじゃありませんので、ぜひそういうことを皆さんの方で認識していただいて、この資料２－１

を詳細化する、特に論点としてどういうものをどういう視点から検討しなくちゃいけないかということ

を近いうちにぜひ出していってもらいたいというふうに思うんです。 

 特に、きょうの資料２－２でこれまでの河川管理者から出た資料一覧表が出てます。この一番下の５

番の第４回のダムワーキングで出てます資料、これは全部の５つのダム事業についての統一的資料なん

ですね。この資料は実はいろいろ関連し合っているんです。だから、ぜひこの資料だけは詳しく読んで

いただきたい。先ほどから議論に出てますような水位操作の問題なんかもいろいろなところに関係して

いるんですね。単に丹生ダムの環境面だけの問題じゃないんです。非常に広範な影響を与える問題なん

ですね。だから、そういうふうな視点からぜひこの検討資料を十分に読みこなしていただいて、そして
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我々が検討しないといかん論点というものを、皆さんの認識の中でお出しいただきたいというふうに思

います。 

○芦田委員長 

 はい、どうも。 

 はい、塚本さん。 

○塚本委員 

 今本さんがしっかりやってくださっているのはよくわかっておりまして、今回の寺西さんが言われた、

やってしまった、つくらないという場合何が必要かというこの発想もまた１つは大事だと思います。 

 １つ、ワーキンググループでもやってたんですけど、越水ですね。被害を軽減するというのは当初か

ら河川管理者も含めて共通した考え方です。そうなりますと、この前も議論しましたけれども、天端と

ハイウオーターレベルに幅はあるとしても、そこから例えばハイドロピークというのが出たときに、そ

の部分でカットしてどのぐらい水が流出するかということも示していただきたい。今までは、破堤した

ということで流量がどれだけ堤内に出るかということで被害の話はされましたけども、ピークカットの

ところでどのぐらいの量が出てくるかということも検討したいので、お願いしたい。 

 それからもう１つ、福井の方で現場を見てきましたけれども、先ほど、河川内の中に草木は影響があ

ると言われていますけど、本当だろうかと。これはやっぱり 365日川とつき合うということでは、ある

意味では草木というのは必要なんですね。どのところで妥協するかというのは今後の問題であって、草

木がやっぱり被害を受けるということでカットしようとするんだったら、それこそ立証していかんとあ

かんやろうなと。以上です。 

○芦田委員長 

 寺川さん。 

○寺川委員 

 私も、このダムワーキングは今後のスケジュールと、後からまたご提案になるようですけれども、そ

の辺との絡みでちょっと考えておく必要があろうかと思うんですが、論点についてはほぼこの案の中に

整理されているかと思うんですが、ただ、今出されました資料２－２のところで、これまで管理者の方

から多数の資料は出てきているんですが、我々がここにも書かれている論点を検討するだけの資料が出

ているかといいますと、余りないように思うんです。その辺との関係で、十分論議がこの一定の期間の

中でできるんかどうかというあたりについてはどうなのかなというのが。 
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○芦田委員長 

 そのあたりはまた後ほどスケジュールのとこで相談したいと思います。 

 たくさん挙げておられて、どなたが一番最初かな。宗宮さん。 

○宗宮委員 

 宗宮です。実は、こういうものを今本先生は１週間もかからず３日、４日でまとめていただいて大変

ご苦労さんだったと思うんですが、１つ、先ほどから皆さん何遍もおっしゃってますように、目的の項

を４つほど挙げていただいて環境が一番になってきたと。それだけ環境という文字が重要だということ

で挙げていただいておるわけなんですが、その中身が委員の各先生方で全部違うんじゃないかと。例え

ばここに出てきておるざっとした流れの中は、物理環境、水位、水量についてどうですかということが

ほとんど書かれていて、それで、仁連先生もおっしゃいましたが、環境の便益を出すときに、生態系が

どうなっている、水質がどうなっているというあたりまで、全部将来を見越してどうなるのかという便

益を出せと言われたら出てこない。 

 倉田先生もおっしゃいましたが、水質はどうなってますかと。水をためれば質が変わるんですよ。量

は同じでも質が変わっちゃうんだから、それで本当にいいんですかというところもダムの検討の中でや

るのかどうか。主な論点の方へそういうものを入れて、やってもらうことが必要じゃないかと。 

 結局、環境ということを、物理的なものじゃなくて生物的なもの、化学的なものまである程度深めて、

前からディスカッションをしてきたはずなので、それが十分この中で組み込まれてないのがポイントに

なるだろうと思います。ダムそのものを取り上げても、やっぱりそれを入れてやるべきだろうというふ

うな気がしてます。今までやってないんならやればいいわけで、各シミュレーションをやっていただい

たらいいわけです。10年、20年たって水質がどう変わりますか、簡単にある程度の予測はできるわけで

すから、それをやっていただいた結果、琵琶湖に対する水質的な影響はないというんだったらそれでい

いということになります。以上です。 

○芦田委員長 

 はい、どうも。江頭さん。 

○江頭委員 

 江頭です。宗宮委員の発言と、それから先ほどの山村委員、仁連委員の発言とも関連する問題なんで

すが、環境は全体のダムに共通の問題なんですけども、ここで、この委員会で多分確認が要るんじゃな

いかというところを指摘させていただきたいと思います。 

 「環境振替の論理」のところで、「環境の保全・改善はダム建設の目的になるか」という、この「目
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的になるか」というところを、先ほど村上委員の発言でありましたように、従来の環境アセスでやって

きましたものは、マイナスの面、マイナスをいかに軽減するかということでずっとやってきたわけです

ね。ただ、いわゆるプラス面というのも当然あるわけです。例えば瀬切れの解消の問題、それからここ

に挙げてますようなプラス効果というのが幾つかあるわけです。要するに、プラスを積み上げたときに

それがマイナスを超えたときに、そいつをダム建設の目的として考えるかどうかというそこの問題なん

ですね。そういうことをやらずに、こいつはダム建設の目的にならないとするのか、なるとするのかと

いう、そこら辺は非常に重要な問題じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○芦田委員長 

 それはなかなか決められないんじゃないだろうか。論点として１つありますけども。 

 本多さん。 

○本多委員 

 本多です。まず最初に、この間、膨大な資料を整理して出してくださいました河川管理者に感謝申し

上げます。この淀川水系流域委員会だからこそ出していただけたような貴重な資料も出していただいた

ようで、我々がなかなかそれを十分認識していなかった部分もあるのかもしれませんが、そういう資料

を出していただきましたことに感謝申し上げますとともに、その膨大な資料をこのような資料２－１に

うまく整理して検討事項を整理してくださいましたリーダーにもあわせて感謝いたします。 

 それで、今おっしゃいました環境の問題も含めてなんですが、当然、ダムがあれば環境にもいいこと

があるかもしれないし、治水、利水にも効果があるというのは当然のことであります。その反面で、や

はり今おっしゃったように、今ある森の環境なりがつぶれるというリスクが片方であるということも当

然のことであります。ですから、これだけの効果のためにこれだけの自然をつぶすということがいいこ

となのか、それとも当然これぐらいは認めてもらわんと困るということなのかという、いわゆるエンド

ポイントをどこに置くかということも、やはり主な論点として検討していく必要が今後はあるんじゃな

いかということを１つ思ったということがあります。 

 それともう１つは、設置場所がもう既に建設中のダムですので決まってはおりますが、例えばダムに

よっては、何でここなんだろうと、もっと違うとこにあった方がその効果が十分発揮できるのではない

かというような、今さら言えないことなのかもしれませんが、やはりなぜここに設置する必要があるの

かというようなことも、ダムによっては検討し直す必要もあるんじゃないのかなと、それも論点の１つ

に入ってくるダムもあるのではないかなというような気がしております。 

 もし今本先生の方から私の意見についてちょっと助言やアドバイスをいただけると助かりますが、い
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かがでしょうか。 

○芦田委員長 

 よろしいですか。時間が大分過ぎましたし、そろそろちょっと休憩したいと思うんです。 

 はい。 

○田中真澄委員 

 田中真澄です。昨日でしたか、30日のダムワーキングが中止になったというファクスが届いたんです

が、この事情は僕はわからないんですが、予定されてた期日だったんですが、そのこともどういうわけ

か委員の人にもお聞きしたいんですが。 

 それと、今先ほどから問題になってますように、４つの目的の中で、つまり治水についてはダム以外

で何か考えられるのかということで、治水に限っては今代替案も含めて管理者側の方から出されている

わけなんですが、利水や環境など議論する日程的なことを考えると、今の中止になったことも含めまし

て、この後、本当に何かきちっとしたものを出せる議論ができるのかという不安があります。30日のワ

ーキングも中止になったということも少し心配になりましたので、状況を聞きたいと思います。 

○芦田委員長 

 それにつきましてはまた後ほど相談したいと思っておるんです。 

 はい。 

○細川委員 

 細川です。論点のことでやはりどうしても言わせていただきたくて。環境振りかえの論理なんですけ

れども、今までダムを建設することに、治水や利水の場合でしたらば、その予算を算出する方法という

のは、またそれをだれが負担するかということははっきりしたものがあるんですけれども、環境のため

にダムを建設するという、その環境という目的の場合だと、環境のメリットに対してそれをどう費用に

見合うというふうにきちんと予算を算出する方法があるのかどうか、あるいはそれをだれが負担するの

かということははっきり示していただかないと、それを妥当かどうかということは判断できないと思い

ます。 

 流域委員会の中では今まで予算とかそういう経済的な問題に関しては余り触れずにやってきています

けれども、この環境の問題に関してだけははっきりしたことが不明確なだけに、予算をどうするのかと

いうことはもう少しはっきりと河川管理者から説明をしていただきたいなというふうに思います。それ

が妥当かどうかということは論点に含まれるんではないかと思います。 
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○芦田委員長 

 その問題は河川管理者の研究しておられる問題ではないんですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。環境の目的が仮にそのダムに入った場合にそれについてどのような負担をしていくかとい

うことは、実際に実施するというときには解決しなければいけない問題です。これは、どのぐらいのコ

ストがかかるかというようなことも含めて、まだ我々は今の段階でダムを実施する、しないというそこ

まで至っておりませんので、これぐらいのコストがかかるということはまだお示しすることはできませ

んけれども、仮に実施するというようなことになったときには、このぐらいのコストがかかり、そして

そのコストについてどういう負担をしていくのかということはあわせてお示しをしていくことになると

思います。 

 環境ということでございますので、一般的に申し上げて、ある特定の方が受益を受けるということで

はなくて、広くたくさんの方が受益を受ける。人間が直接というか、生態系ということを介して人間が

ということになると思いますが、広く受益を受けるということになりますので、そのような観点からの

負担になるだろうと思っております。 

○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。休憩後ではいけませんか。休憩したいと思うんです。 

○川上委員 

 休憩の前にこれだけは言っておきたいということがあるんですけれど。 

○芦田委員長 

 10分休憩。 

○庶務（富士総合研究所 中島） 

 はい。それでは休憩をとらせていただきます。10分強になるかもしれませんが、11時50分から再スタ

ートということでさせていただきます。 

 なお、委員の皆さんにつきましては、出口後ろあるいはサイドのドアから出ていただきますと会議室

２というのがございます。こちらが休憩室になっておりますのでご活用ください。 

             〔午前１１時３８分  休憩〕 

             〔午前１１時５１分  再開〕 
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○庶務（富士総合研究所 中島） 

 ご着席お願いいたします。 

 それでは、芦田委員長さん、議事進行よろしくお願いいたします。 

○芦田委員長 

 それでは再開いたします。 

 前半におきましては論点について、特に環境問題について議論が集中したわけでございますが、後半

は治水問題その他について議論をしていただきたいと思います。その前に、言い残しておってこれだけ

は言いたいというようなことがありましたら。はい。 

○川上委員 

 休憩の前に申し上げたかったことを言わせていただきます。 

 前半の議論の中できょうこの委員会の方向性を決めるのに一番貢献してくれたのは、村上委員の発言

であったと私は思います。それに基づきまして今後の議論は、今本リーダーがまとめてくださったこの

主な論点の中の論点中の論点、これを的を絞って議論をしないと時間がいたずらにむだになるだけだと

いうふうに思います。 

 それは、やはり調査検討に時間がかかる利水でもなく、また今後５年、10年、30年かけてもまだまだ

わからないところが多分いっぱい残るであろう琵琶湖の水位の問題でもないというふうに思います。や

っぱり私は治水だと思います。河川管理者の方もやはりそういうふうなお考えの中から、結果としてだ

と思いますが、ダムをつくらない場合の方法としての代替案を一生懸命今出してきていらっしゃるんだ

というふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○芦田委員長 

 ちょうど治水のあれについて口火を切っていただいたわけでございますが、はい、どうぞ。 

○尾藤委員 

 委員の尾藤です。私も実は休憩前にちょっと一言言おうかなと思っていたんですけれども。私たちの

委員会は、ダムにつきまして計画、工事中のものを含めて、今後原則として建設をしないというふうに

決定をして提言いたしました。それで、その後ずっと注意していたのですが、このことに対応する国土

交通省の評価といいますか姿勢といいますか方向性というものが私にはよくわからない。 

 前回の委員会でも、ある委員さんがダムの住民説明会、対話集会について、住民側に対し国交省のダ

ムに関するスタンスはどういうものかという質問が出されていました。あっ、やっぱりそうなのかと私

はそれを聞きながら思っていたんですけれども、恐らくこれに対する国交省のオフィシャルな回答とい
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えば、この基礎案にあります「ダム計画の方針」だと思います。ここでは読みあげませんけれども、し

かし、この１と２の間にはどうしてももう一言２行ほど要るのではないでしょうか。 

 つまり、我々はダムに関し将来の方向、態度として、原則として建設しないということを言ったわけ

ですから、国交省も20年後、30年後の河川整備計画においてそういう１つのビジョンというか方向性と

いうものは一体どうなんだということを分かりやすく示してほしい。これまでのダム建設に関する説明

や資料等を見ておりますと、「必要なので作る」という今までのやり方とどこが違うのかわかりません。

１つの方向転換を図ろうとしている提言、意見書に対して、今後の方向性がやっぱり国交省の方から示

されていないというふうに思えます。 

 私は今、答弁を求めませんけれども、この整備計画が示されるときにはぜひそういうことに対応した

１つの明確なビジョン、これはどんなことでもいいと思います。これまでどおり必要なものはつくるん

だと、必要でないと思えばつくらないんだということでも構いませんが、いずれにしてもそういう分か

りやすい形ではっきり示してもらいたい。 

 もう一言つけ加えますと、治水とか利水等々の目的、目標を達成するのに、ダムをつくることによっ

て達成するのと、ダムをつくらないことによって達成しようとするのとでは、法律の面、学問の面、行

政や科学のあり方の問題と言ってもいいと思いますけれども、住民の生活スタイル、価値観など含め、

全部全く違ったものになるはずです。我々は、ダムをつくらないことによって今かかえる問題を乗りこ

えようとした場合に、一体何が必要なのかということについては全然経験がありません。私は簡単に言

うと、ダムをつくることよりもダムをつくらないことの方が、総体としてはかなり多くのお金と努力が

要ると思っています。今回、河川対応から流域対応へというかつての河川審議会の答申の方向に沿って

みれば、提言や意見書を受けて基礎案にはたくさん新しい芽といいますか、これから変わっていかなく

てはいけないというものが示されたと思いますけども、ダム建設については長い将来へ向けて何を変え

ようとするのでしょうか。先ほど委員長が全体的なことで意見はありませんかというふうにおっしゃっ

たので、一言申し上げました。 

○芦田委員長 

 はい、河川管理者。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。ダムについての基本的な考え方というのは改めて申し上げるまでもないことでありますが、

基礎案の中に私どもははっきり明記させていただいているとおりでございます。 

 改めてもう一度紹介させていただきますと、ダムについては、ほかに経済的にも実行可能で有効な方
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法がない場合において、ダム建設に伴う社会環境、自然環境への影響について、その軽減策も含め、他

の河川事業にもましてより慎重に検討した上で妥当と判断される場合に実施すると。これはもう何度も

申し上げているとおりでございます。この考え方に基づきまして私どもは今調査検討を進めております。 

 先ほど途中で私の方から申し上げましたけども、その調査検討に当たって、私どもが既にその調査検

討の結果どうするという案を持ってやっているということではなく、私どもとしてどうするという案を

決めるための調査検討を今実施しているということであります。いろいろ検討した上で妥当と判断され

る場合に実施するという、これがまさに私どもの考え方です。 

 ちなみに、これは流域委員会の方でいただいた意見書と表現は異なるものの、考え方としては私ども

としてはそれほど大きく違っているものとは思っておりません。 

○芦田委員長 

 はい。 

○仁連委員 

 ダムワーキンググループでどういうふうに議論するべきかということですが、今本リーダーから目的

について４つ整理していただいたんですけども、この中でもしダムの建設の可否を検討するのであれば、

この４つの目的の中で治水だけが重要な最優先の課題であるというふうに考えられます。 

 環境については、ダムをつくってどうかこうかというのはなかなか評価が難しい。それから、利水に

関しましても、提言の中で基本的には需要をコントロールするという方向に方向転換していこうという

ふうに言われてます。それで、需要の精査は続けられているわけですが、恐らく水の価格を前提とした

需要予測というのはされていないと思うんですね。しかし、実社会では水の価格が高くなると、それに

かわる代替的な方法をそれぞれ探してくるわけで、ダムによって水を供給するということはかなり水の

価格は高くなってしまうと思うんです。 

 そういう点からいうと、利水のためにダムをつくるということで今考える必要はないだろうと。もし

治水という点でダムをつくる必要性があったときに、事業効果を上げるために発電だとか利水だとか環

境だとかということがつけ加わるということはわかりますけども、そうしますと、治水目的を達成する

ためにダムをつくるのがいいのか、あるいはその他の代替案がいいのかということをまず検討すべきで

あって、そのときに、問題になってくる環境面の問題点だとかここに整理されている問題点を比較する

と。そういった場合に、やはりＡ代替案が最もすぐれてて、Ｂ代替案がだめでＣがもっとだめだという

ふうな評価が、そうであったとしてもできないんではないだろうか。かなり定性的な評価にならざるを

得ない、環境面に関してもそうなると思うんですが、そういうところでやはりどういう判断を下すのか、
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正確な判断ができるための資料をつくるというのが、治水目的を達成するためにどういう代替案がどう

いう問題を持っているのか、どういう効果を持っているのかということを整理するというのが、ワーキ

ンググループの仕事になってくるんではないだろうかなと思います。それを受けて全体委員会として判

断を下すというような運びなんではないかなというふうに思います。 

○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

○松岡委員 

 松岡です。ちょっともとへ返る可能性もあるんですが、先ほど休憩までに言われてましたダムに関す

ることなんですが、僕自身不安に思ってます。というのは、琵琶湖水位の低下に対して、ダムによって

水の環境を守っていくということなんですが、琵琶湖の生命線を握っている湖岸帯、水陸移行帯の部分

と河川とは琵琶湖の生命線やと思うんです。その部分で安易にやっていただきたくはないということか

らいいますと、例えばダムによって琵琶湖に水を補給すると言われてますが、本当にそうなのかという

確実に不安があるのは、例えば南郷洗堰で水位操作をしてますが、これでも問題があるのに、それの上

層部、上流部で本当に大丈夫なのか。ダムの状態を幾つも集めたのが琵琶湖の南郷洗堰の操作だろうと

考えます。それで、ここでこれだけ影響が、いまだにわからない環境にもいい影響を与えてない部分は、

例えば魚に対してもこれだけマイナスの部分を生み出しているのに、ダムの水で本当に環境にいい影響

を与えられるのか物すごく不安なんです。 

 治水に関しても、例えば丹生ダムで僕が集会に参加させてもらったときに、異常気象があったときに

どうするんやという説明があったと思うんです。このときに僕は本当に必要かなという実感を受けたん

ですが、でも、そのときにダムが全部カバーできるのかというたら、ちょっとそれも琵琶湖の南郷洗堰

の緊急放水と同じように琵琶湖に当然影響が出てきましたから、河川にも影響があるんだろうと。 

 本当にダムによって守られる部分は、何かみそくそ一緒になってて全部むちゃくちゃになっているの

と違うんかなという不安を覚えました。 

○芦田委員長 

 はい、どうも。そのほか。 

 治水の問題というのは、ダムの建設の可否を決める非常に重要なかぎであるというお話がございまし

て。はい。 

○今本委員 

 今本です。ダムの計画というのは、治水面から見た場合ですけども、河道の流下能力が幾らか、それ
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で流せないからダムで流量を抑制しようということから出てきます。そうしますと、河道にどれだけの

流下能力があるかが問題です。 

 これまでの計画では、ハイウオーターレベル以下での流れる流量だけが問題でした。それに対してこ

の委員会は、堤防を補強することによって流下能力を上げられる可能性があるのじゃないかということ

を言ってます。この問題は、これまでの河川管理者といいますか我が国の治水の方針でいえば、計画高

水位以上の流れは対象にされてきませんでした。対象にしないのは勝手なんですけれども、現実にはそ

れを越えてくるわけです。これが水害が発生する場合です。 

 この委員会で言ったことは、治水面においては破堤による壊滅的な被害を廻避しようということでし

た。そうしますと、堤防補強という問題は避けて通れない道です。しかも、これまでのやり方、例えば

淀川の堤防補強委員会から提供されました結果で見ますと、在来の工法の延長であって、越水に対して

はこれまでと同じように非常に破堤する危険性の高い工法になってます。ですから、この問題をどうい

うふうにしていくのか。新たな工法といいますのは提言の中で言ったハイブリッド堤防ということなん

ですけれども、私は、ここのところをぜひ真剣に検討するべきじゃないかと思ってます。 

○芦田委員長 

 はい。私は若干考えが違うんですけど。高時川周辺というのは天井川で非常に危険な川であると思う

んですね。それで、もちろん基本的な考え方というのは、すべての外力に対して災害を軽減する、少な

くとも人命がなくなることを避けるということですから、避難するとかそういう避難用警報、それから

土地利用の変化と、これは非常に大事だと思うんですけども、非常に浸水しやすい状況に置かれている

わけですね。そうすると非常に不安を感じているわけですね。その不安をやっぱりある程度解消する必

要があると思うんですね。そのためにダムがいいのか、代替案がいいのかはもちろん検討する必要はあ

ると思うんですけど、そういう観点から、堤防補強だけではなかなか天井川のそういうところの安全性

を確保するというのはやっぱり危険が残るんじゃないかなという気がしますので、そういう点をどの程

度安全性を確保できるかということをやっぱり検討の指標にしていただきたいとは思うんですけどね。 

○今本委員 

 今言われた天井川についてはもちろんそのとおりで、ほかの方法を組み合わせていく必要があると思

います。例えば、代替案として河川管理者から示されました平地化案というのも含まれてます。この辺

の組み合わせを当然視野に入れて検討すべきです。ただ、私が言いたいのは、これまでは計画高水位以

上を検討しようとすらしなかったと、それをしてほしいんだと。破堤しない堤防、破堤しにくい堤防と

いうのが検討の対象になるのかどうか、これを私は言いたいのです。これだけで治水問題が解決される
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なんて当然思っていません。しかし、検討の対象から除外してきたというこれまでの歴史をこの委員会

で転換してほしいというのが私の意見です。 

○芦田委員長 

 その考え方は私も同感ですね。あらゆる方法を使ってやる必要があると。しかしながら、避難という

のは非常に重要なあれですが、高時川周辺を見るとそういう避難をするような状況に常に置かれておる

と思うんですね。そういう点はやっぱり何か解消せないかんと。平地化するというのももちろん１つの

方法で、ダムがその１つのというか、それしかないという方法ではもちろんありませんけども、ダムを

つくることによって水位が非常に低下するということは、確実に安全度は増加することは間違いないの

で、そういう点で、低平地化する場合についてのメリットと比較するということは十分やる必要がある

と。 

 はい、どうぞ。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。堤防がどのような状況になったときに破堤をするのかということについて、ハイウオータ

ーで破堤をする場合でどうなるかということはまずお示しはしておりますけども、それに加えて、これ

はまだすべてのダムではお示しできてませんけども、一部のダムでは、仮に堤防の天端まで堤防が壊れ

なかった場合にはどうであるか、あるいは堤防の天端を越したとして、破堤をしない場合にどのような

状況になるのかということについては、一部のダムではそのようなデータも既にお出しをしております

し、他のダムについてもこのようなケースについてもお出しをしていきたいと思っております。 

○芦田委員長 

 はい、どうぞ塚本さん。 

○塚本委員 

 今、今本委員が言われたことで、高時川も含めてもう少し詰めれば、どこで水を一時逃がすのかとい

うことも、ワーキンググループでは安全弁という言葉を僕は使ってしまいましたけども、端的過ぎるん

ですけれども、どの特定の場で水を流出させられるかということもやはり考えていかないとと思います。 

 例えば亀岡の狭窄部なんかだったら、昔からの知恵で霞堤があるわけですね。霞堤までの流量が出る

とそれは非常に洪水が大きくなりますけれども、実はそうじゃなくて、越水する分だけで何とかならな

いかと。というのは、危険のあのマップも去年ちゃんと出されているんだから、その辺のところという

のは、この部分で出た場合にどうなるかということも今後詰めたときには検討していく問題じゃないか

なと思っております。 
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○芦田委員長 

 はい、本多さん。 

○本多委員 

 本多です。今、堤防のことがダムの問題と関係して非常に重要だという話がございました。それで、

堤防補強ということなんですけども、今資料も出していただいておりますが、堤防ののり面を盛り土し

たりかごマットを置いたりして対応するという方法が検討されているようですけども、例えば今ハイブ

リッドの話も出ましたが、仮に堤防補強に同じ効果があるとして、環境の問題を考えたときに、堤防の

のり面に盛り土をしたりかごマットを置いたりするということがやはり影響があるのは事実だと思うん

ですね。そうしたときに、環境にも影響を与えないで補強する方法というのがほかにないのであればこ

れは仕方ないのかもしれませんが、例えばハイブリッドであれば、そういう環境の面に対して配慮がで

きる方法があるということは、そういうことも、強度だけの問題ではなしに、環境に与える影響はどう

かということも１つは検討の中に入れながら堤防補強というのも考えていただく必要があるんじゃない

かなというふうに思います。よろしくお願いします。 

○芦田委員長 

 はい。そのほかございませんでしょうか。はい、寺川さん。 

○寺川委員 

 先ほど尾藤委員のおっしゃったいわゆる方向性のあたりでの疑問といいますか意見なんですけど、こ

れに対して児玉調査官が基本的な方向性についてはちゃんと書いているということだったんですけど。

確かに基礎案の中にはそういう方向性が示されているんですが、その後の河川管理者からの提供資料と

かといったものを拝見し、あるいは議論をしてきた中で見ますと、果たしてそういう方向での資料提供

がきちっとなされてきたのかということでは非常に疑問に思うので、したがって、尾藤委員が感じるよ

うなことにはなっていないかということが１つあります。 

 例えば治水の話が今出ているんですが、これまでかなり詳細に琵琶湖沿岸の浸水被害の軽減対策等に

ついての資料なんかはお示しいただいているんですが、これは例えば被害が出ても人命に影響があるよ

うな被害じゃないと。浸水が床下あるいは床上が出てくるという程度というとちょっと言い過ぎかもわ

かりませんけれども、いわゆる非常に甚大な被害と言えるかどうかということが言えるんですが、それ

に対して今委員長もご指摘の高時川あるいは姉川等の治水というのは、万一堤防が決壊すれば甚大な被

害が出るということがはっきりしているわけですから。したがって、そういう重要度等から考えますと、

治水についてはそういったところでの検討結果等を出していただかないと、我々としての判断はなかな
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かしにくいと。そういう非常に重要な部分での資料提供がこれまでなかった。先ほどもちょっと言いま

したけれども、論点の中でも十分論議できるような資料提供がないわけですね。 

 その辺を今後のスケジュールのところで話し合うということですので議論したいと思いますけれども、

そういった点で考えますと、やはりこれまで出してこられた資料だけで、治水についても、あるいは利

水、環境といったところの資料を速やかに出していただいて、河川整備局としての先ほど言いました方

向性をきちっと示していただきたいというふうに思うんですが。 

○芦田委員長 

 はい、どうもありがとうございました。 

 紀平さん。 

○紀平委員 

 紀平です。堤防補強という言葉なんですが、私はその言葉すらなかなか個人個人違うと思うんです。

例えば、天井川の堤防補強と川の上流の堤防補強と淀川本川のような場合の堤防補強があります。私は

常に淀川本川にしょっちゅう行っているわけで、堤防補強していただいて、少しでも水が破堤しないよ

うにということでちゃんと補強していただいて、高水敷を下げていただくとさらに治水安全度は増すし、

そうした淀川本川をつくってもらって、自然に川が蛇行するような川幅にしていただくということが非

常にいいんじゃないかというふうに私はふっと思ったので、堤防補強に関して、ぜひ淀川本川では補強

していただいて高水敷を下げてほしいなと、治水安全度も増すんじゃないかなというふうに思いました

ので、意見を言わせていただきました。 

○芦田委員長 

 はい、田中真澄さん。 

○田中真澄委員 

 先ほどからダムの治水効果について議論をされておりますが、当然ダムに治水効果があるというのは

もう今までのダム事業の中で明白になっているわけなんですが、治水効果があるからもうダムしかない

んだ、ほかには代替がないんだという結論あるいはそういう方向性に行くまでに、例えば従来からダム

開発が行ってきた堆砂問題はどうなるのか、また、先ほどから水質の問題が出てますが、富栄養化の問

題はどうするのか、あるいは河川の分断はどうするのか、ここのところはもう治水だけでは議論できな

い。この問題をきちっとした形で議論していかないと、これを放置したまま、ダムは治水に効果がある

んだ、それじゃ従来どおりやっていこうという議論にはならないと思います。この辺の河川のあり方に

ついて、これはもう提言あるいは管理者側もずっと言ってきておられたように、なるべく自然の川に戻
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したいんだという理念に基づけば、治水だけでダムを議論するというのは少し間違っているのではない

かという気がします。 

○芦田委員長 

 そのほか。はい。 

○今本委員 

 先ほどこの委員会ではなるべくダムワーキングの人間は発言しないようにというお話がありましたが、

私もそのとおりだと思うんですけど、何度も言って申しわけありません。 

 ダムの問題は治水のみで議論できないことはもう当然のことです。ただ、今主たる目的が治水という

ことになっているので治水をやっているだけです。もしダムをつくるとなったらそれに伴うデメリット

は大いに議論するべきなんでしょうけども、私はダムをつくるかつくらないかわからないときにダムの

デメリットばっかり取り上げているよりも、最も基本的な治水の目的が達成されるのかどうかというこ

とで議論した方がいいという意味で今治水に焦点を絞っているだけです。 

 先ほど河川調査官の説明で、越水問題に対して、一部のダムではそういうことも想定して氾濫を計算

したといいますけども、そういう根性が物足りないんです。私が言いたいのは越水を想定してどうなっ

たかというんじゃなくして越水しても壊れないような堤防をつくろうとするのかどうかということであ

って、越水したらどうなるか、こんなことは越水しても壊れない場合も当然あり得ます。短時間なら耐

えられます。しかし、長時間になれば非常に危険性が高くなる。それに対してこれまで河川管理者側が

示してきたのはスーパー堤防だけではないか。スーパー堤防だけでできるわけがないわけですから、私

はそれまでの中間段階であろうともそういうものを真剣に検討すべき時期に来ていると思ってます。 

○芦田委員長 

 どうもありがとうございました。川上さん。 

○川上委員 

 川上です。 

 去る８月６日に流域委員会の有志で福井の豪雨災害の現地を見てきまして、地元の九頭竜川流域委員

会の清水さんという方のお話を聞かせていただきました。そのときにご指摘のあったのは、今回の災害

の特徴は森林の管理不十分による山地の崩壊、土石流。それから、それに伴う流木。非常に大きな流木

が河川に流れてきて、それが橋にひっかかってダムのようになって水害を起こしたというふうなことも

多かったと。そして、もう１つは越水しても破堤さえしなければ福井の春日地区のあんな大規模な水害

には至らなかったという、この３点がポイントでした。 
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 翻って高時川の問題を考えてみますと、確かに現在天井川という状況があります。これは、ダムがで

きても現在の状況のままでは当然災害が起こるというふうに考えられると思います。もちろん、ダムが

できなくても、福井のようなああいう豪雨がやってくると大規模な災害が起こると思われます。 

 それで、滋賀県が管理していらっしゃる川ですけれども、ダムができるということでこれまで河道の

中の整備が、「行われなかった」と言うと語弊があるかもわかりません。「必要最小限度しかやってこ

られなかった」というふうな言い方が適切かもしれませんけれども、そういう背景があったと聞いてお

ります。 

 一方、農業の取水というふうなことから天井川にしておかなければならない必要性もあるということ

で、問題はかなり複雑であろうかと思います。 

 したがいまして、ダムのみができれば高時川のすべての問題が解決するわけではないということはも

う言うまでもないことですけれども、その辺を考慮した上で河道の改修と、それから越水しても破堤し

ない堤防にするということが一番大事なのではないかというふうに考えます。 

○芦田委員長 

 どうもありがとうございました。大分議論されてきたと思うんですが、このあたりで。 

○三田村委員 

 あっ、いいですか。ごめんなさい。 

○芦田委員長 

 発言されますか。 

○三田村委員 

 申しわけありません。河川管理者に伺った方がいいのでしょうか。例えばいろんなことを考えた上で

ダムをどうしてもつくらざるを得ないと私どもが判断した場合、その場合のダムというのは今お考えに

なっているダムじゃない場合があり得ますね。例えば丹生ダムの下流域につくった方がいいだとかです

ね、あるいは姉川流域の方につくった方がいいだとか、そういうことがあった場合も許されると考えて

よろしいんですね。目的が変わってますから。「今ここに示されているのはダムありき」というお話を

初め委員長の方からされましたけれども、代替案というのは本来は他のダムを考えるというのもダムの

代替案のはずですよね。そういうことも考えてよろしいでしょうか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。 

 ダム以外のいろんな案をまず考えております。その段階でどうしてもダムに頼らざるを得ないという
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ことになった場合に、論理的にはダムというのは必ずしも今まで計画をしてきたところである必要はな

いわけであります。論理的にはです。ただ、これまでそこの地を選んでやってきたということはそれな

りに理由がありますので、有力な一つの、有力なといいますか、有力な位置であることは変わらないと

思います。論理的にはおっしゃることはそのとおりだと思います。 

○芦田委員長 

 実際問題としては、それはもう非常に困難じゃないでしょうか。 

○三田村委員 

 ええ、よくわかりますけども。 

○池淵委員 

 いいですか。 

○芦田委員長 

 はい。 

○池淵委員 

 私も今本先生が一番最初に言われたことに非常に関心があるんですけども、どういう強化によって本

当にハイウオーターレベルがそれぞれの川で、先ほどお話があったように上流、中流、下流、本川とい

う形でハイウオーターレベルがいろいろ定まっていると思うんですけども、それの余裕高が、堤防天端

との間は余裕高ですよね。それがそういうものでもって本当に縮まるのか否かということが技術的に強

化委員会等々でなされておられて、そういう形のものが我々流域委員会の中で来年の時点において技術

的な検証等も含めてアップするのか否か、あるいはそれは未来永劫検討していくんだということと、そ

れを踏み込むという意思決定、そこら辺のタイムの。 

 一方、ダムの方はある程度技術的に、完成度というか、そういう形のものがあると。 

 ただ、堤防の強化をしてもハイウオーターレベルを上回るということは技術的検証も含めてできない

んだということの葛藤というんですか、そのあたりを。強化の技術的なアイデアと、それから検証とか

実験が踏み込めるタイミング、あるいはそれ以後もどんどんやっていくんだというような、そこら辺の

時期の読みというか、そのあたりをちょっと先生にお聞きしておきたいなという気がしとるんですけど。 

○今本委員 

 今本です。 

 堤防補強の問題はダムの問題と全く関係がありません。本来河川というものが、我々は築堤河川、沖
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積平野に住んでますので、主として堤防のあるところを社会的活動に使ってます。その堤防がどういう

状況であればいいのか。これは例えば計画高水位というものがあって、余裕高があって、それで堤防の

天端の高さがある。我々が望みたいのは、計画高水位までで流量が流れてくれたら、これは一番安全で

結構です。しかし、超えた途端にもう切れてもしょうがないんだという堤防じゃなく、たとえそれを超

えることがあろうとも、堤防の天端から越水してももてるような堤防ということを目指すべきじゃない

かと。ですから、これは計画論とは全く関係なく、単に堤防をつくる技術論です。 

 じゃ、その技術をなぜ検討しなかったかということを振り返ってみると、ダムをつくりたいがために

堤防を強化するのは嫌だと錯覚されるほどこの問題に対して触れようとしないのです。私はそれがいけ

ないんじゃないかということを言っているだけです。現に中国の長江では矢板を打った堤防をどんどん

つくって、それが標準工法になっているというふうにも聞きます。でも、我が国ではそれを検討しよう

とすらしない。それが私はおかしいんじゃないかというのです。 

 ですから、いつすべきかと言われればもう時期を逸しているというぐらいで、今からでもしてほしい

というのが私の希望です。 

○芦田委員長 

 はい、河川管理者の方から。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。 

 越水の問題については、これは堤防に対する水位というのが限定できるわけではございませんので、

越水についても当然に検討していかなきゃいけないことだと思ってます。 

 現時点でどうかというと、体系的に越水についての技術的なものはまだ私どもの中できちっとしたも

のはございません。しかしながら、浸透や漏水に対して対策を施すときに、こうすれば越水に対しても

対応が少し強くなるというものについては今の段階でも実施いたします。 

 さらに、越水という問題についてまじめに検討しようとしてないじゃないかということに関しては、

これはやっていきたいというふうに思っております。具体的にいつまでというのがすぐに申し上げられ

ない、最終的な成果がどうかというのは申し上げられないですが、少なくとも検討をするということに

関してはその方向で私どももやっていきたいというふうに思っております。 

○芦田委員長 

 はい。 
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○山本委員 

 山本です。 

 今の堤防の話に関連してですけれども、基礎原案、基礎案の中では治水について既往最大の5313型の

雨と同量のものについての記述をされております。それで、現在の堤防について補強する場合に、予算

的に全川補強するわけにはいかないということで緊急堤防補強区間の選定ということをなさっておられ

ます。それの選定基準というのは、既往最大洪水である昭和28年の5313型の台風と同量の雨量が降った

場合に想定される破堤の危険性がある区間ということですよね。だから、堤防についてはそのような認

識で補強をしていく、それに耐え得るようにしていくというお話だと思います。 

 それで、ダムワーキングとこれまでの委員会で出てきている資料についてですが、これだけ大きな雨

が降ればダムはきくんだというような、どんぴしゃりできくような大きな雨を想定して資料が出てきて

いるというのが多く目につくんですけども、その辺の読み方が私はちょっとよくわからないなと思いな

がら見ています。 

 なぜかと言うと、引き延ばし率とか、この場合はこのような雨が降ってダムはこのようにききますと

いうような出し方をされると、考えとしてどういうふうに考えていいのかよくわからない部分というの

があるんです。 

 それと、今までの委員会、淀川部会等で聞いてきたご説明では、いかなる未曾有の降雨に対しても人

的な被害を出さない、壊滅的な被害を出さないような地域にしていこうというようなことが議論の大き

なところで、それは委員会も河川管理者も認識が一致している部分だったというふうに思っているんで

すけれども、それで言うと、堤防でこれだけの補強はいたしますということですよね。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川部長 宮本）  

 違う。 

○山本委員 

 では、お願いします。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川部長 宮本）  

 宮本です。 

 今、山本さんがおっしゃったのは、堤防補強の緊急堤防補強をするときに5313の実績で危ないところ

をやるということが書いてあるけども、それは堤防補強の外力として5313の実績をとっているというこ

とじゃないかと。今まで我々が言ってきたのはそういうものじゃないと。どんな洪水が来ても破堤しに

くいようにしようと言っていることと矛盾しているんじゃないかというご質問だと思うんですけども。
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我々の基本的な堤防補強の考え方は、目標を決めるというんじゃなしに、それこそいかなるものが来て

も抵抗力を強めようということはもう間違いないんです。 

 ただし、その堤防補強をする優先順序ですね。一遍にできませんから、優先的にどの堤防からやろう

かと。そのときにまず、例えば5313の実績でも今の状態で危ないところ、堤防の高さが４ｍとか５ｍ以

上高いところ、それから人家が密集しているところ、そういうところを緊急の、まあ言うたら優先度を

決めるときにやろうとしていることであって、それは必ずしも5313の実績の洪水を外力にして、それだ

けクリアしたらいいというふうに堤防補強をするということじゃありません。だから、そこは矛盾はな

いというふうに思ってます。 

○芦田委員長 

 塚本さん。 

○塚本委員 

 今本さんの話に戻りますけど、確かに川をずっと見てきましたら土の方から急に鉄筋になるわけです

ね。恐らく、鉄筋というのは計算もしやすいし、実験もしやすいということで、確かさというのでは強

度が増すからこれを使おうということになったと思うんです。ただ、人間も生物もなじむということが

非常に大事なことです。コンクリートの欠点というのはなじまないということですね。そのところを考

えると、今の堤防強化というのを本当に我々も一緒に河川管理者と考えていくことですね。 

 というのは、先ほど今本さんが言われたように地域の状況があるわけです。それから、福井なんかを

見てますと、上流部、源流部の方では石積みの部分でかなり保っておるというところもあります。だか

ら、中に石を詰めて土をかぶせるとか、これからいろんな方法を、つまりコンクリートから土までのレ

ンジで工夫して強度をもっと広げていくということがこれからのハイテクというのか、新しい技術じゃ

ないかなと思います。 

○芦田委員長 

 そろそろ時間がまいりましたのでこのあたりでまとめたいと思うんですが、きょうはダムワーキング

のリーダーから論点整理の資料を出していただいてどうもありがとうございました。これに基づいて非

常に意見が活発に出ましてよかったと思うんですが、これを参考に検討していただきたいと思います。

特に環境問題、それから治水問題の論点をかなり集中的に絞っていかないといかんのじゃないかという

ようなことでございましたので参考にしていただければありがたいと思います。 

 それと、この中に示されておる論点でもう少し追加した方がいいんじゃないかというような部分がま

だあるんじゃないかと思うんですね。新規利水についてはこれから見直しだからわかりませんですけど、
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余り新規利水がどんどん出てくるような状況ではないんですけども、一方、渇水というか少雨傾向が非

常に強くなっておるし、変動が激しくなっているという気象状況を見ますと、長期的に見て、利水の安

全度を上げる必要があるんじゃないかなという気もするんですね。そのあたりは委員会でも指摘はして

おるんですが、論点の１つになるんじゃないかなと思うんですけれども、いかがですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。 

 今の点は論点の１つだろうと思います。具体的に言うと、丹生ダムあるいは大戸川ダムの異常渇水時

の緊急水の確保という目的、効果がございます。これにかかわる論点になろうと思います。現状では非

常に厳しい渇水があったときにどのような事態になるのかということ、それに対してそれで許容できる

のかどうか、許容できないときに仮にダムからの補給があればどうなるのかというようなこと、あるい

はダムにかわるものとしてはどういう方法があるのかというようなことは治水や環境と同じように論点

の１つになろうかと思っております。 

○芦田委員長 

 はい。 

○米山委員 

 米山です。 

 利水に関して各事業体からの精査確認を集めている段階ですけれども、現在の低成長の時代といいま

すか、非常に低迷している状況の中で少し景気が戻ってきていると言いますけれども、まだそういう状

況の中でやっておられると。それぞれの地方自治体、その他が大赤字を抱えてどうしようかというふう

な状態の中で出てくる数字というのはおのずから見当がつくと思うんです。それはそれで結構ですが、

それだけに頼るということは現実的ではないんじゃないかと。我々は30年のスパンで物を考えなくては

いけないですから、渇水の問題もありますけれども、それ以外によその国の渇水状況、例えば黄河の河

口がほとんど砂漠地帯になっているというような状況を考えますと、やはりそういう点からも利水の問

題は真剣に考えておく必要があるのではないかと。節水で切り抜けられるような問題ではないんじゃな

いかという気がいたします。 

 以上です。 

○芦田委員長 

 どうもありがとうございました。はい、谷田さん。 
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○谷田委員 

 谷田です。 

 きょうのまとめでぜひ委員長にまとめていただきたいのは、ダムをつくることによって環境の便益が

出てくる、例えば琵琶湖水位の低下抑制であるとか瀬切れの解消であるとか、そういう議論はやっても

余り意味がないというのが全体の方向だったと思うんですね。村上さんが提起されて、川上さんも同じ

ような意見をお持ちですが、私も全くそれは同感なので、そこの議論を机上で積み上げていただいても

あんまり建設的でない。もう少し問題を絞って。治水だったら治水でもいいんですけど、治水と利水に

問題をうんと絞り込んでですね。建設的に決まった段階で環境のデメリットはやらなきゃいけないんで

すけど、環境のロスでなくてプラスになるものをダムから求めるという姿勢はここではすっきり断ち切

ってしまった方が委員会としては建設的ではないかと思うんですが、いかがでしょう。委員長がもし同

意していただけるのなら、そういうぐあいにワーキングにぜひ提言していただければ。 

○芦田委員長 

 それは琵琶湖の水位環境も含めてですか。 

○谷田委員 

 琵琶湖の水位の問題も含めてです。ダムからの補水で琵琶湖の環境改善の便益はもう無視しようと。

議論しないことにしようと。 

○芦田委員長 

 それはないでしょう。それはおかしいんじゃないでしょうか。 

○今本委員 

 そんなことはないでしょう。 

○谷田委員 

 いや、そこは余りにも情報が少ないので、そこのところで議論するのはとても時間がないと私は申し

上げているんです。 

○芦田委員長 

 だけど、今まで議論してきた中で琵琶湖の水位環境をこうせないかんという非常に強い意見が出てお

るんです。 

○谷田委員 

 それを丹生ダムに求めるのは、私は余り。まるで全部の貯水量が使えるような議論がいつもまかり通
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っているんですけど、決してそんなことはあり得ないわけでして、余りメリットはないと私は考えてま

す。 

○芦田委員長 

 それはすぐにダムの問題には結びつけてないですけどね。まずそのために水位操作がいかにあるかと

いうことを検討しようと。 

○谷田委員 

 それはそうです。だから、それはもう大賛成です。それ（琵琶湖の水位操作）は非常に重要な問題だ

と私も思ってます。それと丹生ダムからの補水の問題は切り離して考えましょうと言っているわけです。 

○今本委員 

 しかし、補水のためにつくると言っているんだから、必要かどうかは検討せざるを得ないじゃないで

すか。 

○芦田委員長 

 検討せざるを得ないです。 

○今本委員 

 そんな、検討しちゃいかん項目なんてなしですよ。 

○谷田委員 

 いや、時間が十分にあるんだったらそれもやってもいいんですけども、例えば瀬切れの解消とか、ダ

ムで環境がうんとよくなるというのがちょっと。 

○芦田委員長 

 時間がないから検討しないというわけじゃなくてね。まあ、検討はするけど時間切れの場合もあるん

ですけどね。 

○谷田委員 

 もっと検討していただきたい議論が検討されてないというわけです。 

○田中真澄委員 

 多分、谷田委員のおっしゃっていることは、水位が少し上下動あっても、その現象と琵琶湖に与える

環境はどういうぐあいにかかっていくかということについては物すごい時間が要るんだと。だから、そ

れを丹生ダムに求めて議論するのはちょっともう時間的にしんどいんではないかということだと思うん

ですけど、そういうことですか。 
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○谷田委員 

 そうですね。 

○芦田委員長 

 だけど、それはちょっと賛成できないですね。 

○谷田委員 

 もちろん、それは私の個人的な意見ということでしたらそうですけど、川上さんも似たことをおっし

ゃったような気がするんですが。 

○川上委員 

 これから本格的にダムに限って議論、ダムの建設の是非をめぐって議論する上においては、私は谷田

委員の今のご意見に賛成です。 

○芦田委員長 

 はい、どうぞ。 

○塚本委員 

 直接結びつけることで１対１で考えるからだめであって、水陸移行帯を滑らかにしようという基本と

いうのは、その中に水位が動いてもその巾の許容で生物的にも環境的にも許容できるよということの方

向性を出せば、またこれでやっていくんだということになれば、ダムでためる水量というのはそういう

意味では要らないということになるわけですよ。だから、一つ一つ１対１でやるよりも、むしろ、河川

もそうですけども、琵琶湖の水辺、水陸移行帯をどのように滑らかにしていくのかという、そのことが

どのぐらい影響があるのかということの調べ方というのは基本的に非常に大事であって、これもダムに

影響する基本だと思います。 

○芦田委員長 

 はい、村上さん。 

○村上委員 

 ダムワーキングでの議論の進め方はもちろんリーダーで決めていただければと思うんですが、結論か

ら言うと、琵琶湖の水位の問題等よりも治水の議論をダムワーキングの中では優先した方がいいのでは

ないかと思って先ほどから申し上げているんですが。 

 理由としては２つで、１つは、繰り返しになるんですが、琵琶湖の水位をどうしたらいいかというこ

とに関しては、今もう国土交通省の琵琶湖河川事務所の方で水辺移行帯のワーキングを設置して嘉田委
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員、西野委員が入ってやってくださっているわけでありまして、そこでの議論をきっちり詰めていただ

くのが優先であろうということが１点。 

 それと、もう１点は、これも先ほどの繰り返しに近いんですが、基本的に環境に関してはわからない

ことが非常に多い。塚本委員がおっしゃったように、経験してみないとわからないことがたくさんある。 

 ですから、ダムの場合は不可逆的な影響を与えるわけですけれども、今いろんなことがわからない中

でここでそういう議論をすることに関して、私としては今の段階としては重要ではないんではないかな

と。水位のあり方に関してはきちっと水辺移行帯のワーキングで進めていただくべき議論ではないかな

ということを思っていると、そういう次第でございます。 

○芦田委員長 

 それはわかりますけどね。だけど、議論の対象から外すというわけにはいかんと思うんですね。議論

した結果すぐ簡単に答えが出るものじゃないということであれば、それは今後こういう方向できちんと

検討していくべきだという結論になるかもわかりませんけどね。まあ、わからん段階で結論を出そうと

しているわけじゃないんですけども、あらゆる問題をタブーなしに議論するというのが我々の姿勢です

ね。だから、恐らくおっしゃっているのは水位のあれをやり出してもちょっとすぐには答えも出ないぞ

という考えだと思うので、それは十分お聞きしたいと思いますけども。 

○塚本委員 

 いいですか、ちょっとつけ加えて。 

○芦田委員長 

 はい。 

○塚本委員 

 許容量が大きくなるということは一つの答えなんですよ、このぐらい水位を動かして大丈夫だとのこ

とを考えてやりましょうという。要するに、このぐらいの許容幅ができますよということは実に答えな

んです。そこを間違えないように。具体を一つ一つ出して検証じゃなくて、このぐらいだったらいろん

なことで許容できますよという、幅ができるということは一つの本質的な答えです。 

○芦田委員長 

 これはダムワーキングだけの問題じゃなくて委員会全体の問題でもあるのでここで議論する必要があ

るし、有意義な議論だと思うんですけども、具体的にはダムワーキングにやっていただかないといかん

テーマでもありますので。今本さん、どうですか。これはダムの目的としてこういうことを入れている

わけですね。それについては検討しないというわけにはいかんのじゃないかと。 
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○今本委員 

 私はいかなる状況にあろうとも、これを検討するなとかこれを検討せえとか、まあ「せえ」というこ

とは若干聞きますけども、「するな」ということは聞きません。やはり、例外なしにやるべきことはや

らんといかんかもわからない。時間の制約がありますけども、もちろんそういう条件のもとの中で、そ

うですね。これについてするなというのは、やっぱりそうはいかない。今の問題で言いますと、丹生ダ

ムの容量のうち大半が琵琶湖の水位抑制用なんですよね。治水用の方がはるかに少ないです。そうしま

すと、この問題を切り離して丹生ダムの建設の是非を議論することはやはり困難じゃないかと思います。 

○芦田委員長 

 もちろん、結論がはっきりしない段階で無理に結論をつけるというわけじゃないんでね。 

○今本委員 

 ええ、結論はつかないと思います。例えば、環境に対する影響がはっきりとわからないとどうこうで

きないという問題じゃないと思うんです。 

○芦田委員長 

 はい、そうですね。 

○今本委員 

 そういう意味で、自由な立場で、やるなという意見をお持ちであればダムワーキングでもまたそのこ

とを主張してください。 

○芦田委員長 

 いろいろホットな議論が出ましたけど、資料３のダムの調査検討の今後のスケジュールに入りたいと

思います。 

             ３）委員会の今後の運営方針 

○芦田委員長 

 既に議論しておるんですが、10月、11月にダムワーキングから意見書を提出してもらって、委員会あ

るいは地域別部会で検討しようというスケジュールになっているわけでございますが、先ほどもいろい

ろ出てますように、最終的に決定的な結論に至らない可能性もあるわけでございますね。そういう場合

でも、ここまではわかっているとか、ここまでは言えるとか、今の段階では言えないけどこの後の方向

性はこういうふうにあるべきだとか、そういう意見は言えるんじゃないかと思うんですね。そういう趣

旨でダムワーキングの方でやっていただけると思うんですが、それを受けて委員会では議論したいと。
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そして、意見書の最終調整をしまして１月22日に意見書を提出すると。当初の予定どおりいきたいとい

うふうに思っておるんですが、これについてご意見をお伺いするというか、こういうふうにしたいとい

うことでございます。今本さん、いかがですかね。 

○今本委員 

 非常に厳しいスケジュールなんですけども、我々の任期が１月の末までですから、それから逆算しま

すとこうせざるを得ないと思うんです。現在８月の終わりの付近になっているわけですが、サブワーキ

ングのリーダーなりサブリーダーの方は、10月中にサブワーキングはダムワーキングへ意見書案を提出

するというここのところだけはしっかりと頭に入れといてください。それができたら、あとは比較的こ

の流れに乗っていけるんではないかと思います。 

○芦田委員長 

 こういうことでいきたいと思いますので、非常に皆さんにご迷惑、ご負担をかけると思うんですが、

ひとつよろしくお願いします。 

 はい、どうぞ。 

○山本委員 

 山本です。 

 ダムワーキングの方で先日、利水についてはもしも精査確認の結果が出てこない場合にはゼロと見て

ほかのことを考える、今の環境の問題のように結論が出ないままでいくものもあるというようなことが

あったと思います。その点については、今サブワーキングの方では10月の末ということを言われている

んですけれども、10月の末までに精査確認のある程度の結果が出てこなければそこをゼロと見て考える

ということでしょうか。それは、先ほどの細川委員、仁連委員のご意見にもありましたように、ダムを

つくるときの経済的な問題とも密接にかかわってくることだと思いますが、いかがでしょうか。 

○今本委員 

 ダムについてはこれまでいろいろ検討してきたわけですから、河川管理者からどういう結論が出てく

るかを想定しながら意見書をつくっていかざるを得ないですね。それが正式に出てきた段階で修正して

いくという形でやりたいと思います。その修正は、これで言いますと１月22日に最終的な答申ですから、

１月22日まで修正に応じていきたいというふうに思ってます。 

○芦田委員長 

 私の不手際で時間も足りなくなりまして、委員会として皆さんのご心配も十分に酌み取ることができ

なくて、強引な格好でスケジュールをお示ししたというような格好でございますけども、ぜひひとつご
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協力の方よろしくお願いします。 

 はい。 

○寺川委員 

 先ほども若干触れたんですが、これまでの進捗状況あるいは資料提供、さらに代替案の検討等々を考

えますと、確かにこの図のとおりいけば答えが出てくるということになっておるんですけれども、私は、

これまでの検討課題の重要度からいって、本当にこういったスケジュールでいけるのかということにつ

いては、今の委員長や今本リーダーの何とかという思いはわかるんですけれども、委員に付託された非

常に重要なテーマからして、結果として何か中途半端に結論を先送りするような懸念というのを感じる

わけです。 

 この点については、以前もこの委員会を延長した経緯というのがあったと思うんですけれども、十分

な検討をしてこの淀川モデルをきちっとした形でやっていこうというテーマからしますと、最後に何か

くちゃくちゃっと結論をまとめて先送りするような懸念を非常に感じるんですが、どうなんでしょう。 

○芦田委員長 

 もちろんそれは考えられますが、２、３カ月延ばして結論が出るという状況であればいいんですけど、

なかなかそうも言えないんですね。もしその段階であれば。そうすると、いつまでやっておるんだとい

うことになりますから。 

 はい。 

○川上委員 

 川上です。 

 きょういただいた資料１の状況報告の30ページに20日に開かれた運営会議の結果報告が出ておりまし

て、この中で「現委員の任期を延ばし、十分検討をした上で意見書をまとめてはどうかという意見もあ

るようだが、期限を延ばしても完全な結論が出る性質のものではないことから、運営会議の意見として

は『既定路線で検討を進めるべき』ことが確認された」ということと、一番下の委員会全体の段落のと

ころで「当初のスケジュール通り進める。委員の任期延長は行わない。」という決定が運営会議でなさ

れたようですけれども、今寺川委員からお話がありましたように、私も不十分なままで委員会を次の体

制に移行するというのは反対であります。この運営会議の結果についてはきょうの委員会の出席委員の

中で合意形成を図るべきであるというふうに考えます。 

○芦田委員長 

 だけど、どういう成果報告をまとめるかがまだわからんですね。ワーキングで頑張っていただいて、
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中途半端だという結論じゃなくて、これならいいんじゃないかという結論が出るのを期待しておるわけ

です。だから、今の段階で、はい。 

○寺田委員長代理 

 運営会議の結果報告の表現では尽くされてないのでちょっと補充をしておきます。 

 これは運営会議で決定したわけじゃありません。これは、現時点では任期内に当初の予定どおり意見

取りまとめを行うことを目標にやっていくということの確認をしたわけです。だから、もう８月の終わ

りに近づきますけども、９月、10月、11月、この３カ月間の、もちろんワーキングの方の検討、それか

ら管理者の方からの今後の追加資料なり説明、そういうものの状況によってそれがどのようになるかと

いうことはまだ今のところはわかりません。だけども、この時点においてもう初めから延長を前提に

延々とやるんだというようなことじゃなくて、やはり当初の決められた任期内で一定やり遂げるという

意欲でもってやろうじゃないかと、そういうことなんですよ。 

 それから、この委員会は、もちろん組織がえはありますけども、来年の２月以降も継続していくわけ

であって、とにかく一定時期には新しい委員会に組織がえするということはもう委員会で皆さんがみず

から決定しているんですから、それをそう軽々に変えるというわけにはいかないんですよ。皆さん、そ

の点はこの委員会で全員で一致して決めたということをまず再確認してください。そういう中で最大限

努力をしていくと。 

 ただし、今後３カ月間の間に管理者の方の例えば資料準備とか資料提供が十分できなかったとか、そ

ういうものが出てこない結果としてこの委員会で一定部分なかなか結論が出ないとか、意見が言えない

とかいうことが出てきた場合にどうするかということはもちろんその段階で検討しないといかんと思う

んですよ。 

 だから、きょうこの時点においてもう初めから任期を延長して、とにかく現在の委員構成でやるんだ

というようなことはそう簡単に決められることじゃないんですよ。まず３カ月間努力しましょうよ。こ

の予定どおりのスケジュールの中で最大限どこまでできるかということをやっていくということが一番

大事じゃないんでしょうかね。運営会議はそういうことを確認をしたんです。だから、とにかく任期内

にどんな不十分なものであっても出して終わるんだというようなことを決めたわけじゃありません。そ

の点がちょっとこの計画報告では意が尽くせてませんから、その辺はご理解いただきたいと思います。 

○芦田委員長 

 はい。 
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○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 児玉です。 

 これまでも申し上げておりますが、河川管理者の方からの調査検討については速やかに行うというこ

とで、委員会側のとにかく早く委員会としての意見を出したいということに対応するといいますか、

我々としても当然早期に最終的な我々の案を示したいということであります。精いっぱい早く我々の方

からの資料というのを、まだ出てない部分が相当あります。それは出ているけど出してないということ

じゃなくて、調査検討が進んでないから出ておりません。これはもう一生懸命やって皆さん方に早くお

示しをして、そして委員会の議論が進むようにしていきたいと思っております。 

○芦田委員長 

 はい、田中真澄さん。 

○田中真澄委員 

 今、運営会議の委員である寺田さんからもお話がありましたけれども、ここの「期限を延ばしても完

全な結論が出る性質のものではない」という書き方にはちょっと不審を持ちます。議論を重ねる時間が

多ければ多いほど、やっぱり大事なテーマですので、こういう書き方はむしろ「じゃ、もう今やっても

何も結論は出ないんだ」という方向性になってしまいますので、もう少し建設的に。みんながそういう

形で今努力しているわけですから、時間をかければそれだけ議論の内容も充実していくわけですからそ

れだけのものは生まれてくると僕は思いますので、決して期間を長くしたからそれは無意味だという方

向はないと思いますので、よろしくお願いします。 

○芦田委員長 

 その書き方はちょっと悪かったかもわかりませんけど、要するに、期限内にやりたいという決意を持

ってて、それを皆さんに確認していただきたいと。運営会議には決める権限はありませんので委員会で

決めるわけですけど、それをお願いしたいと思うんですね。その時点でどうするかはまた考える必要が

出てくるかもわかりません。苦しいかもしれんけども現時点ではとにかくこのスケジュールで皆さんに

頑張っていただいて、我々の任期中に一定のけじめをつける意見書を出したいということでございます。

その考えはちょっとご了承をお願いしたいと思うんですが、よろしゅうございますでしょうか。 

○今本委員 

 ちょっと一言。 
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○芦田委員長 

 はい。 

○今本委員 

 先ほどからスケジュールが苦しい苦しいと言ってますけども、委員会側から見ると、このスケジュー

ルは非常に易しいんです。簡単にクリアできます。問題は河川管理者から資料が出てくるかどうかと。

そのことで苦しいと。ですから、結論を早く出してくれれば、このスケジュールは非常に安易に動いて

いきます。ですから、委員会側にスケジュールをこなすことに問題があるのではなく河川管理者の検討

いかんにかかってますので、期待しておきます。 

○芦田委員長 

 河川管理者の方、どうですか。 

○河川管理者（近畿地方整備局 河川部 河川調査官 児玉） 

 私、今のご発言があるんではないかと思って先ほど申し上げた次第でありまして、委員会の方で議論

がとまっているということではなくて、むしろ私どもが調査検討の項目、ここまでできたものをお出し

しているときょうも申し上げましたけども、ということはまだお出しできてない部分がたくさんありま

す。それが出てこないとなかなか議論が進まないというのは当然のことでありまして、そこは我々の方

に責任があると思っております。一生懸命やっておりますので、とにかくこれはできたものから、でき

たものからと言うとまた議論が混乱してしまいますので、できたものから、しかもこの論点の整理にう

まく合うように整理をした上で提供していきたいと思っております。 

○芦田委員長 

 だから、どういう資料を出していただくかということをこれからちょっと打ち合わせをして出してい

ただければ、案外我々としては簡単に、簡単ではありませんけども、まとめることは可能であると。 

 はい。 

○塚本委員 

 その前にお話しさせてもらおうと思ったんですけど、有効な期間を短くする方法というのは、一番最

初に、河川管理者と我々は白黒でも、あるいは敵と味方でもないんです。ここまで来ると、いろんな矛

盾することに対してどのように扱うかということはお互いに共有せんとだめですよね。だったら、これ

は出せへんのやとか、この次やったら出せるとかというふうに、あるいはこれはなぜどうできないのか

というのは公式の場では無理かもしれないけど検討委員会ぐらいだったらできると思うので、大いに少
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し本音でお互いにやりとりしたい。それによって有効なものが出てくると思います。 

             〔一般傍聴者からの意見聴取〕 

○芦田委員長 

 ちょっと時間が超過しましたんですが、これで傍聴者の方のご意見をお伺いしたいと思います。何人

おられますか。５人ですね。順番にどうぞ。 

○傍聴者（浅野） 

 委員長、どれぐらい時間をいただけますか。 

○芦田委員長 

 ２、３分。 

○傍聴者（浅野） 

 「月ヶ瀬憲章の会」の浅野です。 

 川上ダムの直近に明瞭なリニアメントが昭和55年より調査で出てきております。私も昨年８月から河

川事務所に行って、それについての指摘をしました。 

 ところが、膨大な資料を集めて調べますと、このリニアメントに対してほとんど触れずに、いわゆる

文献上出ているリニアメントの一次的調査、そして簡単な地表踏査をやった程度で、川上ダムのサイト

に通ってくる活断層はないというような結論が平成12年度に出ておりますけれども、これは文献上今ま

であらわれてた断層に関してのことであって、実は現地を昭和55年から調査しているコンサルタント会

社の調査報告書によればいっぱい疑惑が出ております。前深瀬川の地形からいっても、ここは洪積世で

ある古琵琶湖層を規制する線にもなっておりまして、そういう地質構造的な断層が通っていることは明

白であるし、最近の調査でもその証拠が出てきております。 

 それから、それ以外に、川上川と前深瀬川に挟まれた部分が多重山稜になっておりまして、ここにも

多くの崩壊地などがあり、そしてそのラインを意味づけるように合流部原石山でＧＧ４というボーリン

グ調査の結果、70度東への傾斜を持った断層粘土は非常にやわらかい、そして対岸の右岸鞍部に面する

下の露頭でも30cmのやわらかい断層粘土が発見されておりまして、これも活断層が完全に疑われるリニ

アだと思います。これらを資料２－１の「事業中のダムの検討事項」の５ページの『主な論点』の中に

当然入れるべきものであると思うんですが、抜けております。 

 それともう１つ、上野遊水地の越流堤のこと。これについてはこの間のダムワーキングで私も言いま

したが、岩倉峡の流下能力の把握とともに、この上野遊水地でどのような越流堤にすれば5313洪水のよ

うな洪水が防げるかというその辺も論点になっておりますので、この２つをちゃんと書いてほしいと思
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います。 

○芦田委員長 

 はい、その次の方。 

○傍聴者（近藤） 

 「徳山ダム建設中止を求める会」の近藤と申します。 

 全然別の水系ですけれども、ちょっと全員にはお渡しできなかったんですが、「徳山ダム・丹生ダム

は大丈夫なのか？ 誘発地震問題は科学的に検証されていない」という資料をお配りしました。 

 1984年、長野県西部大地震、９月14日ですから、今度でちょうど20年になります。何人もの方が亡く

なりました。これは牧尾ダムの湛水による誘発地震ではないかという指摘が学会でなされ、そのことは

調査する必要があるということは言われつつ、この20年間調査されていません。 

 また、95年、96年に参議院の環境特別委員会及び建設委員会で丹生ダムに関連してこの問題について

質問が出てます。しかし、当時の建設省の答えはとても納得できるものではありません。ホームページ

でもアップされておりますので、ぜひ皆様に読んでいただきたいと思います。 

 徳山ダムでも同様の疑問が、実は1984年以前から徳山村の方々が持っていました。そして、今皆様に

お配りした1984年10月10日付の中日新聞というのは徳山村の方が一生懸命持っていらして、それを私に

くださったものです。これは非常に重要な問題なのでぜひ明らかにしていただきたい、私たちが村を離

れてもこういう大災害をもしもたらすんだとしたら非常に問題だということを言っていらっしゃいまし

た。 

 具体的にここの淀川水系流域委員会として関係あるのは丹生ダムが今問題になっているわけですけど

も、災害を防ぐという意味で治水が問題になってます。しかし、ダムをつくり、湛水をすることで災害

を引き起こすかもしれない。このことに関して絶対に引き起こすとは私は言い切りません。けれども、

誘発地震があるということは学会の常識であり、それがどの規模になり、どういう問題を引き起こすの

か。もしかしたら大災害を引き起こすかもしれない。このことの検討なくしてダムをつくるつくらない、

まあ、つくらないという結論であれば別に構わない、私はつくらないという結論でいいと思ってますの

でそれはそうなんですけど、もしつくるとなれば、この問題を解決せずしてつくるということは流域住

民に対して非常に背信行為であると思います。ぜひ委員の方々にはダムをつくるつくらないを考える上

で頭のところにしっかりとこのことを記憶していただきたいし、私は20年間このことを調査検討してこ

なかった建設省、国土交通省に対しては非常に批判的に考えてます。今からでも遅くないから早急にや

っていただきたい。 
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 ちなみに、徳山ダムにおいては徳山ダム研という形でこの誘発地震を研究するグループができました。

しかし、この資料にもあったように、なぜか誘発地震を研究することはタブー視されるという風潮の中

で消息不明です。実は、今、ホームページは一応まだあるんですけれども、連絡がとれません。この10

数年間活動はとまって、その人たちが今どうしているか、私は把握できていません。この状態というの

も非常に不安です。このことを皆様に訴えたかったということです。 

○芦田委員長 

 どうもありがとうございました。はい、その次の方。 

○傍聴者（藪田） 

 「宇治・世界遺産を守る会」の藪田です。意見書を出していますのでぜひお読みください。簡単に発

言いたします。 

 資料２－１の４ページのところの天ヶ瀬ダム再開発の関係ですが、塔の島地域の景観を保全するとい

うことで代替案の検討が必要とされているわけですけども、１つは流下能力を 1,500ｍ3/ｓから下げる

ことはできないかということと、どうしても 1,500ｍ3/ｓ流すということであれば、瀬田川の鹿跳渓谷

は景観保全のために約 600ｍの迂回トンネルが検討されているわけです。したがって、塔の島地区につ

いても同様に、天ヶ瀬ダムから宇治川の宇治橋・ＪＲ鉄橋下流までの迂回トンネル、これを検討するこ

とができないかどうかの検討をお願いしたい。 

 それから、２つ目は、高水位の長期間放流の安全性についてぜひ検討をお願いしたいと思うんです。 

1,500ｍ3/ｓという高い水位の放流が10日ないし20日間行われるというのは全国でも例がないと思いま

す。宇治川は今までそういう経験をしたことがありません。普通、宇治川洪水の場合は１日ないし２日

で終わるという程度であります。そのため、周辺の住民は非常に不安に思っております。堤防を強化す

るから大丈夫だという説明のようですけども、その安全性の確保のためには相当大規模な堤防の改修が

必要だというぐあいに思います。それで、現在の堤防は非常に弱いと。 

 実は、今、これは８月14日の新聞報道ですけど、たび重なる車両通行で道路が沈下、府道西側の民家

に面した石積みの一部が崩れてきているということで宇治川の隠元橋の上流左岸で工事が行われている、

そのような状況です。もう１つは８月20日の京都新聞の報道ですが、集中豪雨で山科川と淀川の合流点、

これは淀川というより宇治川ですけども、その合流点の河床が削られてたということで今工事中だとい

うような状況です。 

 ですから、このような状況の中で 1,500ｍ3/ｓの高水位の10日ないし20日間の放流というものを考え

ていった場合、これは大変な問題が起こるということで、その安全性について慎重に検討をお願いした
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いと思います。 

 それから、３つ目。もう簡単にしますけども、軽減されるべき琵琶湖沿岸の浸水被害の実態と解明、

それに対する有効な総合対策を検討してほしいと思うんですが、いつも疑問に思うのは、琵琶湖総合開

発計画は終了しているということになってます。しかし、そこの治水計画というのは本当に完了したの

か、どうも疑問なんですね。周辺の住民からは取り残された部分があるという声も聞きました。そうい

う点で一体琵琶湖の治水の何が取り残されているのか、これをやっぱり整理する必要があるんじゃない

かというぐあいに思ってます。 

 以上３点、ぜひご検討いただければと思います。 

○芦田委員長 

 どうもありがとうございました。はい、次の方。 

○傍聴者（野村） 

 「関西のダムと水道を考える会」の野村でございます。ちょっと座らせていただきます。 

 私も参考資料１をごらんいただきたいのですが、今回も３つ意見書を出させていただいているのです

が、その前にちょっと前回のご報告をしておきたいと思います。 

 ご記憶かと思いますが、私どもは近畿地方整備局に対しまして高時川の瀬切れ・逆水施設利用の件、

それと大戸川の土砂流出、この２点について質問書を出させていただきましたが、それにつきましては

ちゃんとご回答をいただきました。ちょっときょうは間に合いませんので次回の流域委員会に間に合う

ようにご紹介させていただきたいと思っております。 

 それから、滋賀県の昭和14年渇水シミュレーション、これについて滋賀県からご回答をいただき、そ

れに対して我々が反論をしたということなんですけれども、それに対する滋賀県からのさらなる反論と

いうようなものは今のところいただいておりません。 

 参考資料１の 476－１をまずごらんいただきたいのですが、「恐れるに足らない『利用安全度の低

下』」という形で出させていただいております。これはきょうのご議論の中でも最後の方に出たテーマ

でございますし、実はこれは１年ほど前に１度出ておりまして、寺川委員が意見書を出されたのですが、

これに対する河川管理者側からの回答は見ておりませんので今回私どもの方から新たにまた質問書とい

う形で出させていただいております。 

 確かに降雨量の低下等で利水安全度の低下というのがあるかもしれませんが、しかし、私どもの考え

は、この淀川水系においてはそれは恐れるに足りないというふうに思っています。 

 その理由をかいつまんで申しますと、１つは、河川管理者が出しています根拠となるグラフ、そこに
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間違いがあるということです。 

   476－11をごらんいただきたいと思いますが、これは河川管理者が出しましたグラフに寺川委員が手

書きで書かれているというグラフでございますけれども、このグラフのそもそもの間違いは、この中ほ

どに、「青土ダム」と書いておりますが、これは「青土（おおづち）ダム」と読むんですけれども、滋

賀県野洲川にあります小さなダムです。このダム１つを入れることによって最大取水量の方においても

滋賀県全域の取水量の値を乗せてしまっているという大きな間違いをしているというふうに私たちは見

ております。このことを修正すれば、このグラフにおいても最大取水量は右側の点線にありますような

供給能力（実力）を下回るはずであるというふうに思っております。 

 これ以外の点としましては、例の農業用水。淀川下流部等におきましては農業用水が見込まれており

ません。これを含めればまた安全側に動くはずでありますし、平成６年の渇水あるいは昭和14年のシミ

ュレーションを見ても、大きな問題は淀川水系では起こらないはずだということがはっきり言えると思

います。 

 ２つ目の意見書でございますが、 478－１に「大阪府営水道の『現況』と『水資源開発計画』」とい

うふうに書いております。 

  478－３に手書きのグラフがあるんですが、これは私どもがつくったグラフなんですけれども、ここ

を見ていただきますと一目瞭然だと思うんですが、大阪府営水道につきましては１日最大取水量あるい

は１日最大給水量で大体 200万ｍ3 ぐらいでずっと推移してきているわけですね。特に去年はもう 177

万 6,000ｍ3 まで低下していると。こういう実情があるにもかかわらず、現行の水需要予測は、右の

点々の矢印が上がっておりますように、平成22年で計画給水量 253万ｍ3 ということで動いてきまして、

このためにまだ安威川ダムも要る、大戸川ダムも要る、丹生ダムが要ると、こうなっているわけです。 

 しかし、この 253万ｍ3 がどうして出てきたかという内容については余り知られていないと思います

ので、私どもはこれについては非常によく検討しまして、水道部ともかなりやりとりした経緯がござい

ますので、後でまた申し上げますが、これの説明会をしたいというふうに思っております。 

  それで、結論から言いますと、私どもの考えは、このグラフにありますように紀ノ川大堰の右上の大

阪臨海で 238万ｍ3 、これだけの水利権がありますから、もうここまでで十分だろうと。それ以外の３

つのダムは要らないというふうに考えております。 

 最後でございますが、 479－１なんですけども、やはり大阪府営水道の「新旧の水需要予測」という

ことで書かせていただいております。先ほど申しましたように、現行の水需要予測の根拠となっている

ものが 479－３から始まります資料です。「大阪府の将来水需要」、平成13年３月に水道部が出したも

のです。今までこの流域委員会に大阪府から何回か資料は出されておりますが、これは皆概要だったん
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ですね。これはそのときの資料一式です。 

 しかし、これを読んですぐおわかりになる方は案外少ないと思いますので、私どもはこれの説明会を

予定しております。 479－２をごらんいただきたいと思いますが、９月５日、茨木市福祉文化会館でこ

れの説明会を行う予定にしております。ぜひ多くの方のご参加をお願いしたいと思います。 

 あともう１点、大阪府につきましては今新たな水需要予測の作業が行われつつあります。 479－１の

下の方にアンダーラインがありますように「大阪府水道部経営・事業等評価委員会」の中に水需要部会

というのが設けられまして、今審議を行いつつあります。５月21日にその第１回が行われまして、今度

９月３日に第２回が予定されております。この５月21日の資料につきましても、河川管理者側から何度

か出されておりますが一式という資料は出ておりませんので、あえて 479－20から以降につけさせてい

ただいております。９月５日の私どもの説明会においては、この９月３日の結果も含めた説明をさせて

いただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○芦田委員長 

 どうもありがとうございました。はい、どうぞ。 

○傍聴者（千代延） 

 吹田の千代延です。空腹のときにまことに心苦しいんですが、もう３分で終わります。 

 １つは、琵琶湖の水位低下抑制にダムの水を補給してという問題がありまして、環境の効果・影響を

はかるのは極めて難しいので議論から外そうとかいうことがありましたけど、検討の順番としまして、

いきなりそういう難しいところへ行かずに、やっぱり水位操作というのを先にシミュレーションをやっ

ていただくようにお願いしていただきたいと思います。いろいろ制約はあると思うんですが、この平成

４年以降、ですから15年ぐらいですか、これだけの制約を解除すればこれだけの効果があるというシミ

ュレーションを先にやっていただければこの難しい議論に入る前に何か答えがあると思うんです。これ

はデータの出し方をそういうことで要求をしていただきたいということです。 

 それから、２番目は、今からいよいよ治水の代替案なんですが、今は項目だけ、例えば丹生ダムで６

つ項目が示されています。ダムをつくるつくらないは経済的あるいはコストだけでは判断できかねると

は思いますが、これから出される代替案には、少なくともコストがどれだけかかる、ダムでやるにはど

れだけかかるという、こういう比較検討にはお金のつかないデータというのはこれからこの部分では少

なくとも役に立たないと思いますので、そういうのを要求していただきたいと思います。 

 もう１点。利水については常に精査検討ですけども、一方、利水者に言わせますと、ダムを撤退した
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場合に最悪いくら負担するのかと。みんなやっぱり得になるようなことを考えて、それでいろんな思惑

もあるし、いろんなことを考えているわけですけども、少なくとも最悪撤退ということになればどれだ

けになるのかと。まあ、ダムの建設がだれも必要でなくなった場合に負担額が一番大きくなると思うん

ですけども、少なくともルールがあって、今までに使ったお金がいくらであるということはわかってい

るわけですから、そういう情報を利水者側にできるだけ早く提供していただければ利水の精査検討も早

まるものではないかと思いますので、ちょっと差し出がましいですが、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○芦田委員長 

 どうもありがとうございました。以上で傍聴者の方のご意見を終わりにしたいと思います。 

                 〔その他〕 

○芦田委員長 

 その他、今後のスケジュールについて庶務から。 

○庶務（富士総合研究所 松本） 

 資料４を用いまして手短に今後のスケジュールについてご説明いたします。 

 まず本委員会でございますが、９月７日に運営会議を持ちまして、その後９月29日の水曜日に委員会

を開催する予定でございます。場所については現在調整中ですので、確定次第ホームページ等でお知ら

せする予定でございます。 

 それから、各地域の部会、それからダムワーキング、サブワーキングにつきましてもこちらにスケジ

ュールを掲載いたしましたので後ほどごらんください。 

 そういうことでよろしくお願いいたします。 

○芦田委員長 

 どうも長時間ありがとうございました。これで委員会を終わりにしたいと思います。どうもありがと

うございました。 
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